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説

第
二
編

「
契
約
交
渉
の
破
棄
L

に
関
連
す
る
法
理
論
な
い
し
法
制
度

論

問
題
の
背
景
に
迫
る
た
め
、
関
連
問
題
を
考
察
す
る
。
た
だ
、
網
羅
的
な
検
討
は
で
き
ず
、
関
連
深
い
も
の
を
若
干
数
拾
う
に
止
ど
ま
る
。

第
一
意
で
は
、
契
約
を
「
成
立
」
の
視
点
か
ら
分
析
し
、
第
二
章
で
は
関
連
諸
制
度
を
一
瞥
す
る
。

第
一
章

契
約
に
ま
つ
わ
る
諸
問
題

第
一
節

(
本
)
契
約
と
予
約

(
本
)
契
約

(
1
)
意
思
表
示
の
合
致
と
し
て
の
「
契
約
の
成
立
」

民
法
典
に
は
明
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ド
イ
ツ
で
も
契
約
は
「
対
立
す
る
複
数
の
意
思
表
示
(
当
日

g
m
q
E時
Em)
の
合
致
に
よ
り
成

立
す
る
法
律
行
為
」
と
さ
れ
ぞ
ま
た
意
思
表
示
は
寸
法
律
効
果
を
発
生
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
思
の
表
一
?
、
す
な
わ
ち
、
法
規
範
を
設
定
し

よ
う
と
す
る
寸
規
範
設
定
の
表
示
L

と
さ
れ
、
あ
る
行
為
が
そ
れ
に
当
た
る
か
否
か
(
意
思
表
示
の
存
否
)
の
判
断
は
、
意
思
表
示
の
意
味

内
容
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
と
同
様
、
「
意
思
表
示
の
解
釈
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
判
断
も
意
思
表
示
の
解
釈
規
定
(
ド
イ

ツ
民
法
二
三
ニ
条
、
一
五
七
条
)
に
則
っ
て
行
わ
が
、
そ
の
結
果
、
存
在
が
認
め
ら
れ
る
に
は
、
表
示
者
が
右
の
よ
う
な
意
思
を
有
す
る
か
、

受
領
者
説
、
表
示
者
側
に
そ
の
よ
う
な
意
思
が
存
在
す
る
も
の
と
雪
解
レ
わ
か
h
掛
か
ア
た
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
が
。
意
思
表
示
の
存
否
に
関

す
る
表
示
者
と
受
領
者
と
の
理
解
が
一
致
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
理
解
が
妥
当
し
、
両
当
事
者
の
理
解
が
食
い
違
う
場
合
は
、
規
範
的
解
釈

北法42(3・2)690



(ロ
R
E丘
町
。
〉

5-omsm)
に
よ
り
、
最
終
的
に
は
「
受
領
者
の
(
な
す
べ
き
)
理
解
L

が
基
準
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
意
思

表
示
の
合
致
を
要
す
る
契
約
で
は
、
①
両
当
事
者
と
も
「
契
約
は
成
立
し
て
い
な
い
」
と
理
解
し
た
場
合
と
、
②
そ
う
考
え
た
の
は
一
方
の

当
事
者
だ
け
だ
が
、
彼
が
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
よ
か
っ
た
場
合
に
、
「
成
立
」
は
否
定
さ
れ
、
「
交
渉
破
棄
」
が
生
じ
う
る
。

(
2
)
「
契
約
の
成
立
」
と
そ
の
「
形
態
」

ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
一
四
五
条
以
下
に
「
契
約
(
の
成
立
)
」
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
。
裁
判
例
で
も
、
意
思
表
示
の
存
否
よ
り
も
、
こ

れ
ら
の
規
定
を
め
ぐ
り
寸
契
約
の
成
否
」
は
争
わ
れ
て
い

μ
。
ま
た
ド
イ
ツ
で
は
、
右
の
諸
規
定
に
関
連
し
て
注
目
す
べ
き
見
解
が
唱
え
ら

れ
て
い
る
。
「
契
約
締
結
の
仕
方
に
は
二
種
類
、
す
な
わ
ち
、
両
当
事
者
が
契
約
書
に
同
時
に
署
名
す
る
仕
方
と
、
一
方
の
申
込
に
他
方
が
承

諾
す
る
仕
方
が
あ
る
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
交
渉
破
棄
」
の
背
景
に
迫
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
日
本
や
ド
イ
ツ
の

寸
交
渉
破
棄
」
で
問
題
と
な
る
契
約
は
、
「
申
込
と
承
諾
に
よ
っ
て
成
立
す
る
」
の
で
は
な
く
、
寸
契
約
書
に
署
名
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
」
も

の
ば
か
り
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
ド
イ
ツ
民
法
典
に
は
後
者
の
寸
締
約
の
仕
方
L

を
想
定
し
た
と
推
測
さ
れ
る
規
定
が
存
在
す
る
。

契約交渉の破棄とその責任(3)

〔
ド
イ
ツ
民
法
一
五
四
条
]
(
翻
訳
は
『
ド
イ
ツ
民
法
典
l
|
総
則
|
|
』
(
法
務
資
料
四
四
五
号
、
昭
和
六

O
年
)
に
よ
る
。
)

①
当
事
者
が
契
約
の
す
べ
て
の
点
に
つ
い
て
合
意
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
の
み
に
よ
り
合
意
に
達
す
べ
き
と

き
で
あ
っ
て
も
、
当
事
者
の
意
思
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
契
約
は
、
成
立
し
な
い
も
の
と
す
る
。
個
々
の
点
に
つ
い
て
の
合
意
は
、
書
面

に
記
載
し
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

②
目
的
と
し
た
契
約
に
つ
い
て
証
書
の
作
成
を
約
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
事
者
の
意
思
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
契
約
は
、

成
時
ま
で
は
、
成
立
し
な
い
も
の
と
す
る
。
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そ
の
証
書
の
作

右
の
規
定
が
想
定
す
る
「
締
約
の
仕
方
」
は
、
寸
申
込
と
承
諾
の
合
致
」
で
な
く
、
「
両
当
事
者
の

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二
項
で
は
契
約
書
が
云
々
さ
れ
、
不
完
全
な
合
意
に
関
す
る
一
項
も
|
|
書
面
に
よ
り
締
結
す
る
契
約
で
は
、
不

(
同
時
的
な
)
契
約
書
へ
の
署
名
」
で



説

し
か
る
後
に
契
約
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
多
い
点
を
思
い
起
せ
ば

|
1
右
の
「
締

約
の
仕
方
」
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
と
こ
に
至
る
と
、
こ
と
は
寸
締
約
の
仕
方
」
と
い
う
締
約
時
の
相
違
(
静

的
相
違
)
に
止
ど
ま
ら
ず
、

1

1
交
渉
段
階
の
違
い
ま
で
含
め
た
|
|
動
的
相
違
に
発
展
す
る
。
一
方
に
は
、
申
込
者
が
定
め
た
契
約
内
容

を
承
諾
す
る
寸
成
立
形
態
」
(
以
下
、
「
申
込
承
諾
型
」
と
呼
ぶ
)
が
あ
り
、
他
方
に
は
、
両
当
事
者
が
個
別
的
な
合
意
を
重
ね
た
後
、
書
面

に
よ
る
最
終
的
な
締
約
に
至
る
「
成
立
形
態
」
(
以
下
、
「
練
り
上
げ
型
」
と
呼
ぶ
)
が
あ
る
の
で
あ
る
。
「
交
渉
破
棄
」
に
お
け
る
契
約
が
後

一
五
四
条
は
か
か
る
形
態
を
想
定
し
て
い
る
と
の
指
摘
も

北法42(3・4)692

完
全
な
合
意
を
積
み
重
ね
る
こ
と
を
通
じ
て
成
案
を
得
、

論

者
の
形
態
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
裁
判
例
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
り
、
他
方
、

な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
問
題
の
背
景
に
迫
る
た
め
の
貴
重
な
手
掛
か
り
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
3
)
ド
イ
ツ
民
法
一
五
四
条

現
在
の
議
論
を
な
が
め
る
限
り
、
一
五
四
条
は
「
交
渉
破
棄
し
と
無
関
係
の
よ
う
に
見
え
る
。
解
釈
論
の
レ
ベ
ル
で
は
、
「
本
条
は
解
釈
規

定
で
あ
る
」
と
か
、
「
一
項
一
文
は
要
素

(
o
g
o
E
E
E
ロ
om。
昨
日
目
)
ば
か
り
で
な
く
、
付
随
的
事
項

(
ω
R
E
S
E
-
-
m
B
m。
昨
日
目
)
も
対
象
に

す
る
」
と
か
、
「
一
項
二
文
は
い
わ
ゆ
る

P
S
E
E
-。
ロ
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
の
が
せ
い
ぜ
い
だ
か
ら
で
あ
る
。
が
、
こ
れ

を
「
契
約
締
結
の
自
由
」
の
帰
結
と
見
る
向
き
も
あ
り
、
「
交
渉
破
棄
」
と
関
係
す
る
よ
う
で
も
あ
る
。
以
下
、
起
草
過
程
を
追
っ
て
み
る
。

(
i
)
X
5
0
-
の
試
案
(
〈
O

ユ
ωmo)

現
在
、
「
契
約
(
の
成
立
)
」
に
関
す
る
規
定
は
総
則
に
属
す
る
が
、
部
分
草
案
(
斗
色
。
旦
4
2ユ
)
で
は
債
務
法
に
位
置
し
た
。
そ
こ
で
、

そ
の
起
草
者
た
る
間
口
σ巴
の
試
案
を
な
が
め
る
。
な
お
、
右
の
規
定
に
つ
き
、
当
初
た
た
き
台
と
さ
れ
た
の
は
第
八
試
案
だ
が
、
後
に
改
正

案
た
る
第
九
試
案
が
提
出
さ
れ
、
本
格
的
な
審
議
も
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
い
る
の
明
、
こ
こ
で
も
後
者
を
出
発
点
と
す

μ
。



[
第
九
試
案
・
四
条
]

法
律
に
よ
り
当
該
契
約
の
要
素
と
さ
れ
る
吉
田
岳
号
ヨ
の
2
2月
2
5
4弓
2
2
)
事
項
、
ま
た
は
当
事
者
の
意
思
に
よ
れ
ば
合
意
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
他
の
事
項
に
つ
き
合
意
さ
れ
な
い
場
合
、
契
約
は
締
結
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
す
る
。

[
同
・
五
条
]

法
律
に
よ
り
当
該
契
約
の
要
素
と
さ
れ
る
事
項
に
合
意
し
て
も
、
そ
の
合
意
に
、
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
後
日
取
り
決
め
る
と
の
留
保
が
付
さ
れ

た
場
合
、
当
事
者
の
意
思
が
明
ら
か
で
な
い
限
り
、
合
意
し
た
事
項
に
つ
き
文
書
が
作
成
さ
れ
て
も
、
そ
の
合
意
に
拘
束
力
は
な
い
。

右
の
二
条
が
一
五
四
条
の
母
体
だ
が
、
そ
の
趣
旨
説
明
で
注
目
す
べ
き
見
解
が
披
露
さ
れ
る
。
寸
契
約
自
由
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
は

契
約
の
成
立
を
付
随
的
事
項
の
約
定
に
か
か
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
:
:
:
よ
っ
て
、
当
事
者
の
意
思
が
明
確
で
な
い
と
き
、
合
意
せ
ね

契約交渉の破棄とその責任(3)

ば
な
ら
ぬ
と
さ
れ
た
事
項
に
合
意
す
る
ま
で
、
契
約
は
締
結
さ
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
た
後
、
次
の
如
く
論
ず
る
の
で
あ
る
。

「
そ
う
な
る
と
、
長
期
に
わ
た
り
交
渉
を
続
け
、
要
素
に
は
合
意
し
た
が
、
付
随
的
事
項
に
合
意
し
な
か
っ
た
た
め
、
締
約
に
至
ら
ぬ
と

い
う
事
態
が
、
し
か
も
、
締
約
に
至
ら
ぬ
真
の
原
因
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
当
事
者
の
一
方
が
以
前
に
取
り
決
め
た
事
項
を
覆

そ
う
と
考
え
、
付
随
的
事
項
に
合
意
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
交
渉
破
棄
の
口
実
と
し
て
利
用
す
る
、
と
い
っ
た
事
態
も
あ
り
う
る
だ
ろ

う
。
が
、
か
か
る
事
態
か
ら
身
を
守
る
の
は
当
事
者
自
身
の
な
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
勝
手
な
想
定
を
立
て
て

(
E
R

三
--w
ロユ
wyg

p
r
c目
立
。
ロ

g)、
当
事
者
の
有
す
る
契
約
自
由
に
干
渉
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
相
手
方
の
提
案
を
受
け
入
れ
ず
、
そ
れ
に
つ
い

て
交
渉
を
開
始
し
た
者
は
契
約
が
成
立
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
交
渉
の
対
象
が
要
素
(
固
さ
℃
仲
間

)
E
E
)
か
否

か
は
、
そ
れ
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
者
は
留
保
さ
れ
た
事
項
に
合
意
す
る
こ
と
が
、
そ
れ
ま
で
な
さ
れ
た
合
意
が
効
力
を
生

ず
る
た
め
の
黙
示
の
条
件
で
あ
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
各
当
事
者
は
交
渉
に
入
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
う
ま
く
行
か
ぬ
か
も
し
れ
な
い

北法42(3・5)693

と
い
う
リ
ス
ク
を
負
っ
て
お
り
、

た
と
え
期
待
を
裏
切
ら
れ
で
も
、
他
人
に
そ
の
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
近



説

時
主
張
さ
れ
て
い
る
相
手
方
に
締
約
す
る
意
図
の
あ
る
こ
と
を
表
示
し
た
者
は
、
相
手
方
が
締
約
を
信
頼
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
結
果

に
つ
き
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
原
則
に
も
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
要
素
の
す
べ
て
に
合
意
し
て
も
、
他
の
事
項
に

論

つ
い
て
一
致
す
る
こ
と
が
そ
の
合
意
の
黙
示
の
条
件
で
あ
る
以
上
、
相
手
方
の
提
案
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
ぬ
限
り
、
締
約
を
信
頼
し

北法42(3・6)694

て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
(
以
上
、
要
約
。
傍
点
は
筆
者
。
)

同

cz-は
「
交
渉
破
棄
」
を
も
視
野
に
入
れ
た
う
え
、
起
草
に
当
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
口
H

H

)

第
一
草
案
に
至
る
ま
で

右
の
二
規
定
は
、
第
一
次
委
員
会
で
、
次
の
よ
う
に
一
本
化
さ
れ
る
。

〔
第
一
草
案
七
八
条
〕

①
法
律
に
よ
り
当
該
契
約
の
要
素
と
さ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
合
意
さ
れ
な
い
場
合
、
契
約
は
締
結
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
す
る
。

②
当
事
者
の
一
方
だ
け
が
合
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
事
項
で
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
合
意
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
、
既
に
合
意
し
た
事
項
に
つ
き
文

書
が
作
成
さ
れ
て
も
、
当
事
者
の
意
思
が
明
ら
か
で
な
い
限
り
、
右
と
同
様
、
契
約
は
締
結
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
す
る
。

こ
の
規
定
は
右
部
分
草
案
と
実
質
的
に
同
一
で
あ
り
、
理
由
書
は
「
付
随
的
事
項
に
つ
い
て
の
留
保
は
契
約
の
成
立
を
妨
げ
る
も
の
で
な

い
と
推
定
す
る
の
は
、
当
事
者
の
意
思
の
曲
解
で
、
契
約
自
由
に
対
す
る
侵
害
に
も
な
る
」
と
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
述
べ

μ
。

「
そ
う
な
る
と
、
長
期
に
わ
た
り
交
渉
を
続
け
、
法
律
の
定
め
る
契
約
事
項
に
は
合
意
し
た
が
、
付
随
的
事
項
に
合
意
で
き
ぬ
た
め
、
締

約
に
至
ら
な
い
と
い
う
事
態
が
、
し
か
も
、
締
約
に
至
ら
ぬ
真
の
原
因
が
、
当
事
者
の
一
方
が
取
引
に
う
ま
み

(zgN-wF-55
が

な
く
な
っ
た
と
考
え
を
変
え
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
事
態
も
起
こ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
か
か
る
事
態
か
ら
身
を
守
る
の
は
当

事
者
自
身
が
な
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
当
事
者
は
、
交
渉
を
続
け
る
か
ら
に
は
契
約
が
成
立
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
知
ら
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
危
険
を
回
避
し
た
い
な
ら
、
自
身
で
契
約
の
効
力
を
確
保
す
る
合
意
を
締
結
す
べ
き
で
あ
る
。
」
(
以
上
、
要
約
。
)



っ
と
第
一
草
案
以
降
、
ド
イ
ツ
民
法
典
に
至
る
ま
で

第
一
草
案
七
八
条
は
ほ
と
ん
ど
非
難
さ
れ
な
か
つ
が
。
そ
の
た
め
か
、
こ
の
後
は
実
質
的
な
修
正
も
な
く
、
た
だ
第
二
次
委
員
会
計
、
第

一
草
案
九
一
条
(
現
一
二
五
条
)
と
の
連
携
を
図
る
た
め
、
新
条
項
(
現
一
五
四
条
二
項
に
相
当
)
が
付
加
さ
が
、
第
二
草
案
が
完
成
す

μ
。

[
第
二
草
案
一
二
ハ
条
]

①
当
事
者
の
一
方
だ
け
が
あ
る
事
項
に
合
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
場
合
で
も
、
当
事
者
た
ち
が
そ
の
事
項
を
も
含
め
た
す
べ
て
の
事
項
に
つ

い
て
合
意
し
な
い
限
り
、
当
事
者
の
意
思
が
明
確
で
な
い
と
き
は
、
契
約
は
締
結
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
す
る
。
個
々
の
事
項
に
つ
い
て
の
合

意
は
、
そ
の
合
意
に
つ
き
文
書
が
作
成
さ
れ
て
も
、
右
の
よ
う
な
場
合
に
は
効
力
が
な
い
。

②
目
的
と
さ
れ
て
い
る
契
約
に
つ
き
、
書
面
を
作
成
す
る
と
の
約
定
が
な
さ
れ
た
場
合
、
当
事
者
の
意
思
が
明
ら
か
で
な
い
な
ら
、
書
面
が
作
成

さ
れ
る
ま
で
契
約
は
締
結
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
す
る
。

契約交渉の破棄とその責任 (3)

右
の
う
ち
、
一
項
は
第
一
草
案
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
第
二
次
委
員
会
の
議
事
録
で
は
「
実
質
的
に
は
第
一
草
案
七
八
条
と
同
一
で
あ
る
」

と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
第
二
草
案
一
五

O
条
と
し
て
連
邦
参
議
院
(
∞
ロ

E
2
5円
)
に
提
出
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
も
変
更
さ
れ
ず
、

第
三
草
案
一
五

O
条
と
し
て
、
帝
国
議
会
(
河
内
庁
Z
E
m
)
へ
提
出
さ
れ
る
。
が
、
こ
こ
で
も
修
正
は
受
け
ず
、
現
一
五
四
条
と
な
る
。

一
五
四
条
一
項
は
間
口
宮
]
の
試
案
を
そ
の
ま
ま
受
げ
継
い
で
お
り
、
よ
っ
て
、
本
規
定
は
寸
交
渉
破
棄
」
に
対
し
て
重

大
な
意
義
を
有
す
る
。
関
口
宮
]
が
「
交
渉
破
棄
者
に
は
責
任
を
課
す
べ
き
で
な
い
L

と
の
立
場
を
採
る
以
上
、
ド
イ
ツ
民
法
典
も
同
様
の
立

場
に
拠
る
と
評
価
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
寸
交
渉
破
棄
」
に
対
し
、
法
は
既
に
一
定
の
価
値
判
断
を
下
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
が
、

よ
り
銘
記
さ
れ
る
べ
き
は
、
右
の
規
定
に
着
目
し
た
理
由
が
「
契
約
の
成
立
形
態
」
に
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
「
交
渉
破
棄
L

で
問
題
と
な
る
契

そ
れ
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
「
交
渉
破
棄
」
に
戻
っ
て
き
た
。
問
題
の
背
景
に
は
あ
る
程
度
迫
れ

以
上
の
よ
う
に
、

北法42(3・7)695

約
が
寸
練
り
上
げ
型
L

を
採
る
こ
と
か
ら
、



説

た
と
言
え
よ
戸
。
ち
な
み
に
、
日
本
で
も
寸
交
渉
破
棄
L

を
契
機
に
、
「
成
立
形
態
L

が
語
ら
れ
は
じ
め
て
い
る
。
が
、
「
申
込
承
諾
型
」
と

「
練
り
上
げ
型
」
を
大
別
し
た
う
え
、
両
者
を
対
比
す
る
発
想
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
(
第
四
部
第
一
編
で
検
討
予
定
)
。
し
か
し
、
こ
こ

で
注
目
し
た
い
の
は
ま
さ
に
こ
の
点
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
責
任
の
可
否
と
い
う
基
本
的
問
題
を
解
く
鍵
が
隠
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

予
約

北法42(3・8)696

論

予
約
を
検
討
す
る
の
は
、
そ
れ
が
存
在
す
る
場
合
、
「
交
渉
破
棄
」
は
こ
れ
で
解
決
さ
れ
、
独
立
し
た
問
題
を
構
成
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
予
約
に
は
、
締
約
義
務
を
発
生
さ
せ
る
〈

2
5
ュg
m
と
二
方
的
な
意
思
表
示
に
よ
り
(
本
)
契
約
を
成
立
さ
せ
る
権
利
」
を
発
生

さ
せ
る
。
宮

Z
E〈
0
3
3
m
が
あ
る
が
、
以
下
、
前
者
の
み
検
討
す
る
。
後
者
の
議
論
の
な
か
に
は
、
契
約
交
渉
と
直
接
関
係
す
る
も
の
が

見
当
た
ら
ぬ
た
め
で
あ
る
。
た
だ
、
前
者
に
つ
い
て
も
、

J

父
渉
破
棄
」
と
の
関
係
で
は
、
次
の
三
点
を
確
認
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。

(
1
)
予
約
の
可
否
と
そ
の
要
件
:
:
:
古
く
は
予
約
の
可
否
が
争
わ
れ
た
が
、
現
在
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
異
論
は
な
凶
。

た
だ
、
予
約
も
契
約
で
あ
る
以
上
、
意
思
表
示
の
存
在
が
成
立
要
件
と
さ
れ
、
内
容
の
特
定
が
効
力
要
件
と
さ
れ
る
。
予
約
は
そ
の
目
的
た

る
(
本
)
契
約
の
内
容
を
特
定
で
き
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

(
2
)
予
約
と
契
約
交
渉
と
の
関
係

交
渉
は
予
約
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。
当
然
の
こ
と
だ
が
、
次
の

(
3
)
と
考
え
合
わ
せ
る
と
き
、
興
味
深
い
。

(
3
)
予
約
と
(
本
)
契
約
の
関
係

当
事
者
は
通
常
(
本
)
契
約
を
目
ざ
し
て
交
渉
し
、
予
約
を
締
結
す
る
の
は
例
外
的
で
、
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ

μ
。
法
的

な
い
し
事
実
的
な
理
由
か
ら
、
機
が
熟
し
て
い
な
い
場
合
や
(
本
)
契
約
の
締
結
に
障
害
が
あ
る
場
合
の
み
、
予
約
は
締
結
さ
れ
る
。

右
の
う
ち
、
重
要
な
の
は
、

(
2
)
と

(
3
)
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
「
(
本
)
契
約
が
締
結
さ
れ
な
い
段
階
で
は
、
原
則
と
し
て
予
約
も

認
め
ら
れ
な
い
し
と
の
結
論
が
導
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
交
渉
破
棄
L

の
大
部
分
は
独
立
し
た
問
題
と
し
て
残
る
の
で
あ
ろ
う
。
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糾8'絵蛍.>J型車乞潟E町署~ (堕毘K111社)1 1 ・只i祇~}L応答'匙.td Hく 111眠~ト)， 宮・く-~-(ヨ*童話111高) r胸囲奇術11毛8'~

i宗， .t業譲再認b怪漢In'組組J (~!ιャト土足経糾Q魁召~:lf;m;w~ (盟~1く 111 掛ー) gr01四Z主H荏ぎF 位以園田岡~H 総監)。
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一
五
五
条
は
隠
れ
た
不
合
意
、

一
五
六
条
は
競
売
に
関
す
る
規
定
。

契約交渉の破棄とその責任(3)

(
日
)
一
四
五
|
一
五
三
条
は
申
込
と
来
諾
、
一
五
四
条
は
知
れ
た
る
不
合
意
、

(
ロ
)
ぐ
巴
・

Z(『巧

p
s
a宮
町
同
宮
門

N-丘
町
R
F
F
切応・

H
1
8
(呂品目

H宮
司
)

(
日
)
司
Ego-
回・白・。・・

ω・
2
由
民
・
一
戸
出
足
ロ
Nw
白・印・

0
・wm山・印。日一

ω
g
c門出口
mm叶
10ロ
nFmF
河
門
田
口
『
・
∞
〈
O円
σ
m
H
H
M
N
Z
Z
E印
内
向
・
ハ
ン
ス
・

デ
ィ

l
タ
1

ブ
ラ
ウ
ン
(
杉
下
俊
郎
訳
)
「
契
約
の
成
立
」
(
日
本
法
学
五
六
巻
一
号
一

O
七
頁
、
平
成
二
年
)
も
、
こ
の
点
に
簡
単
に
ふ
れ
る

こ

O
八
|
一
一

O
頁
)
。
ま
た
こ
の
問
題
を
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、

F
2
5
P
〉
Z
n
y
z
p
N
E
Sロ仏巾
}
8
5
5
2
5品
詞
庄
内
E
5
5
x
母
印

〈
巾
ユ
円
高
2
1
N
C
m
E
n
y
aロ
∞
包
可
担
問

NC円
F
$
5
5
5
E
a
g凹
1
・
〉
門
司

H∞∞・

ω・
ω告
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
か
か
る
二
分
法
に
つ
な

が
る
発
想
は
古
く
か
ら
存
在
す
る
よ
う
で
、
た
と
え
ば

U
Rロ
σロ吋
m
-
P
Sむ巾
E
g
-
∞
円
四
・
戸
H

∞∞町二山
-

N
印1
臼
に
は
そ
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
。

(
H
)
不
動
産
事
件
と
動
産
事
件
と
の
数
の
差
は
、
そ
の
象
徴
と
言
え
る
し
、
実
際
ほ
と
ん
ど
の
事
件
で
契
約
書
の
作
成
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
契
約
内
容
の
合
意
と
契
約
を
締
結
す
る
合
意
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
戸
同
叶
巾
ロ
N-
白・印・

0
・・

ω・
印
]
戸
印
凶
吋
印
N∞一

ωgv安
出
口
m巾
吋
ロ
ロ
門
町
巾
Hi・白・白

OJHN門宮門
-
H
N己申

H印
品
一
戸
巾
巾
ロ
巾
P
同
国
・
。
・

ω・
ω??ω
甲山由

lhFCA-

Q
・
巴
-
z
-
U
2
y
m包
門
出
冨
R
2
5・
円
、
諸
国
]
国
内
巾
n
g
。四日
μ
日
ロ
B
E
R
M『
巴
昆
巾
g
gロ門出口
m目
的
ロ
ロ
門
日
巾
円
。
R
B田
口
自
己
〉
己
的
丹
江
田
口
円
、
MZ司
・
(
産

大
法
学
一
一
一
巻
一

l
二
号
二
五
頁
、
昭
和
六
二
年
。
)
現
に
ド
イ
ツ
の
関
連
裁
判
例
(
前
編
参
照
)
の
う
ち
、
「
契
約
の
成
否
」
が
争
わ
れ
た
も
の

の
な
か
で
、
一
五
四
条
を
参
照
す
る
判
決
が
少
な
く
な
い
の
に
対
し
(
一
二
件
。
〔
刊
]
[
引
]
[
伺
]

[

ω

]

[

M

M

]

[

日
]
[
“
]
[
仰
]
[
日
]
[
制
]

[
凹
]
[
凹
]
)
、
申
込
の
存
否
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
事
件
は
僅
少
で
あ
る
(

[

4

]

[

刊
]
[
祁
]
)
。
こ
の
僅
少
さ
は
、
申
込
(
の
存
否
)
に
関
す
る

従
来
の
議
論
が
、
無
意
識
的
に
で
は
あ
れ
、
専
ら
特
定
の
事
案
類
型
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
も
貴
重
で
あ
る
。

(口
)ω
窓口門出口ぬ巾叶
lU口口
yqw
山-釦・

0
・
HN門宮司・

ωw
戸
申

NZ
間
同
日
仏
一
云
ロ
ロ
円
y
g
q
i同内
E
B
R
-
白・同・

0
・wω
・
ロ
g
R
-
w
ロ
ロ
一
句
同
]
白
ロ
【
同
門
l

F

E
ユn
y
m
L・白・

0
・
ム
-
E
?に
∞
一

ωO巾円
mm]}者
。
]
戸
田
・
白
・

0
・
ム
回
目
∞
町
内
・

(日

)
ω
g
E山口
m
q
iロニ
n
Z
F
白・白

0
・wHN皆
円

H
N
g
m
H日
仏
一
冨
E
n
F
E
R
-
-ハ
S
E
q
-
出・白・

0
・w
ω
-
H
H
S
一
ω
o
q
m巳
l君
。
-
戸
白
・
白
・

0
・・

ω・

戸
田
・
要
素
と
は
「
当
該
法
律
行
為
が
必
ず
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
事
項
」
で
、
そ
の
他
は
付
随
的
事
項
と
さ
れ
る

(
E
Z
B巾・白・国・

0
・・

ω
g
R
一

ω
gロ門出口
mRio-rzRw
目
白
・
。

w
m牛
耳
-
に
田
口
-
N
Z
Z
g
h
H∞
印
)
。
要
素
は
出
血
ロ
ヌ
℃
ロ
ロ
宮
(
戸
田
吋
S
N
白・国・

0
・wω
・
巴
∞
)
と
か

者

2
2
E
n
y巾
〈
巾
叶
昨
日
間
印
宮
口
付
同
(
冨
E
n
y
g
R
1同
E
s
q
-
白・白・

0
・w
ω
H
H
E
)
と
、
付
随
的
事
項
は

Z
S
B宮
口
宮
(
沼
田
R
R
P
C
H
Y
巳
?

匂・

ωC)
と
か

Z
与
巾
ロ
白
σ円
包
巾

(
ω
2話
巾
-
z
a
q
g巾
戸
白
・
白
・

0
・wω
・
話
出
)
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

(凹

)
H
V
E
r
g巴
。
ロ
は
現
在
「
個
別
的
な
契
約
事
項
に
関
す
る
合
意
」

(
ω
g邑
一
ロ
m
q
l
E片『巾
Fmw・
白
・
。

-HN己
ロ
『
・
品
目
的

HE)
、
な
い
し
「
ぞ
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b'~[]!In@~柳回会主...)~.，;Jb' J (Flume， a. a. 0.， S. 632 ; Munchener-Kramer， a. a. 0.， S. 1170 ; Soergel-Wolf， a. a. 0.， S. 

1160 )心雄物兵ν二時。言ミ， tAA 1 !叫鰍b'\!It1-ffi制1Il ~1主F 臨時曜いていはやユいb'-4[]幅~柳田会~t2...)~.，;Jb'~ Punktation..¥Jgr包

~'時J~2主z丈b'~[]!In@ (おユJ特〈総団法)ぎ Traktat..\Jキ甲小士号心~ドユ~ (Motive zu dem Entwurfe eines Burgerlichen 

Gesetzbuches fur das Deutsche Reich (~}L' Motive zum BGB ..¥Jru:;巨人 Bd.1， 1888， S. 163 ; Mugdan， Die gesamten 

Materialien zum Burgerlichen Gesetzbuch fur das Deutsche Reich， Bd. 1， 1899， S. 442 ; Marcure， op. cit.， pp. 29 ff.， 

67 ff. Henrich， Vorvertrag， Optionsvertrag， Vorrechtsvertrag， 1965， S. 100 ff.)。

(日)Munchener-Kramer， a. a. 0.， S: 1167 ; Soergel-Wolf， a. a. 0.， S. 1157. 

(目)Vgl. Jakobs / Schubert， Die Beratung des Burgerlichen Gesetzbuchs， AlIgemeiner Teil， ~~ 1-240， 2 Teilband， 1985 

(~ド， Jakobs / Schubert， AlIgemeiner Teil心iu:;!IE)， S. 779 ff 

(尽)Kubel b'ぽば付。 (<m沿)'起Q犠余僻線虫収怪...)~~ミわ ~O ~~t2' ~当主将「組織鴬Q活魚笠Zι ふ Tくみ入僻縦 (Dresd巴ner

Entwurf， 1866)為紙 1!時燃Q欄趨..\Jo\'tI平~.f.d J~割量生初兵 ν唱o~O ...)~ミ...)' Kübel:巴く 11 社今尚早J~ 川 11 E;'~~:lfiお幅減~::t!.J...j

~' 小;.0!J!;総士活縫纏 U~ミ会 4ミト\l.，;Jb' ti' ~叩-nl!\~ミ Entwurf eines burgerlichen Gesetzbuches fur das Deutsche Reich， 

Recht der Schuldverhll.1tnisse， Bd. 1， AlIgemeiner Tei1 mit Begrundung (~)ι， Teilentwurf zum Obligationenrecht 

von Kubel， 1882 ..lJru:;!IE) ..lJ ~ Aí'絵以例入J~いユ心 (Schubert (hrsg.)， Die Vorlagen der Redaktoren fur die erste 

Kommission zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Burgerlichen Gesetzbuchs， Recht der Schuldverhaltnisse， Teil 1， 

1980， XI ff. ~ト'*ふ=:"\-'K ~ Schubert， Recht der Schuldverhaltnisse ..¥J ru:;!IE) 0 IV b' ~公， í!ι 斗 Kir--.入冊~b'副議!WIm~

鋼生~U~騒いの Hedemann b'定駅 (Hedemann，Der Dresdener Entwurf von 1866， 1935) 当時l{I@t2昨終招択)~~~;苦心

ねニ J ..¥J E;'~壊.，;Jギ~l'Q Oakobs / Schubert， Die Beratung des Burgerlichen Gesetzbuchs， Materialien zur Entstehungs-

geschichte des BGB， 1978 (ミト， Jakobs / Schubert， MaterialienよJiu:;!IE)， S. 43 ff.， insb. S. 45) 0 r詩K~ (E;'蛍判)J

t2 ~1眠時曜日時 ti' トJE;' $道程t24)n例ヰヰドユ時 (V gl. Schubert， Recht der Schuldverhaltnisse， Teil 1， S. 125 ff.)。

m) Jakobs / Schubert， AlIgemeiner Teil， S. 781 ff. 首長〈拡蝋(伊平社)笠 Schubert，Recht der Schuldverhaltnisse， Teil 

3， Besonderer Teil II， 1980， S. 1145-1169 ~'線長拡縦 (<1 社F・) ti Schubert， Recht der Schuldverhaltnisse， Teil 1， 

S. 125-227 ~総陛(総長根縦怒 Teilentwurf zum Obligationenrecht von Kubel， 1882 t21V E;'例例経o戸〈ヰヰ心与二ドユ時)。

活苦
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(~) Schubert， Recht der Schuldverhaltnisse， Teil 1， S. 125 ff. +.:~' *聡出UmE...Y撚〈拡鰍..\J線長幅減..\J~事\ll~;き-v'

lii:判事 U~:)l話相..\Jrrg:nmQ$;日現~i!j:禅...)+.: (Schubert， Recht der Schuldverhaltnisse， T巴il3， S. 1145 ff.， insb. S. 1149)。

[憾<~1I保・ 1111 機]

制〈義~Q製ト題{争〈捻 (Traktat) U i:l咲R当初ユ。骨~+.:誕艇は吋心旧制限..\J-W平二時|脇陣はわユ ν~alln@"てJ~' 時J~oj(d健聴い時令〈仰

zーと蛍杓~い ..，:j)' 主主Q飾郡当選出回占~D:l;IS~!{lムJQamg長存主主択J 与244 耳~~a' 矧|酪判事Q艇眼寺~~~.Q早J~ ユ盛D' -tQ..\Jrrg:~単'

l-\-' Q~alln@ u牢保千突き24ポユ。

.t6~' Pape Q4g. (< 1.叶)早J' Struckmann'~主砲冊...)+.:!:!話相ト械 (Vorlaufiger Entwurf der allgemeinen Bestimmungen 

uber das Recht der Schuldverhaltnisse) 早J~ 時JQ~製i誕生主 Schubert， Recht der Schuldverhaltnisse， Teil 1， XI ffJ' 

ト JQ積余~'矧世~Þ;tさJいニ+.:~眠~~電燃は吋わいユト(l (単冊~Qß:起草~ Schubert， Recht der Schuldverhaltnisse， Tei! 1， 

S. 1123 ff.， insb. S. 1136倫理D。

(自)Schubert， Recht der Schuldverhaltnisse， Tei! 1， S. 169 ff. 

(詩)Jakobs / Schubert， Allgemeiner Tei!， S. 803 

(日)Jakobs / Schubert， Allgemeiner Teil， S. 785 ff.燃1冊減 (Entwurfeines Burgerlichen Gesetzbuches fur das 

Deutsche Reich， Erste Lesung， 1888) U択科わ鰍llIlIl(~~縫犯 (Zusammenstellung der sachlich beschlossenen Bestim. 

mungen des Allgemeinen Theiles nach den Beschlussen des Redaktionsausschusses der.1 Kommission， 1881-83)同

同様..\J~llIlIl(~~掛縦 (Entwurf eines Burgerlichen Gesetzbuches in der Fassung der ersten Beratung der 1 Kommission， 

1884-1887 ; sog. Kommissionsentwurf)伊平機..，:j)' rrg: nlII Q螺{l!;i~-\Q時 Oakobs / Schubert， Allgemeiner Tei!， S. 803)。

(器)Motive zum BGB， Bd. 1， S. 162 ; Mugdan， a. a. O. (Bd. 1)， S. 441 ff 

(民)Kubel Q話余冊減..¥J倒(絡む' 関-m制m~思惑制口題担U~~~ヲユ為 F 会会的経~会心事詩Jい'時J 平42主同f民有()~+ゴムJ lIl主-W~!{l(トJ

Qよn~ヰミ細筆杓 ~+.:Q~' 穏~~!{l例早J ・~.t6ユトJ 心..\J蜘，~心与44141 公平J-¥Q!{¥小。み0.t6，もU'r尉〈程 (Q怪判)J UmE-¥眠時 Kubel

Q話余冊減~溢4くお余酬は Q~のど公'時JQいで ν oj(d慰l-m側mu樹D~三I~ ト J ..\J~~唱()~ドF ト JQ$;{l!;i U~ド伶濡~..，:j).fミ初心出嬢

-W~いユト。。時J~二至急吋， -tQ Q -'"6小お矧忘.~Qm是認E2ミ 4司トム布()~+.:Q2主国家.~Qtさc、!と哨()..\J l111IT"ば!(l)。

(宕) fJ Q寝{l!;i Ul区衣サ眠時幸子択さ~~ユ (Zusammenstellung der Aeuβerungen der Bundesregierungen zu dem Entwurf eines 

(
的
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川
巴
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Burgerlichen Gesetzbuchs gefertigt im Reichs ~ Justizamt， Bd. 1， 1891， S. 13-14 ; Bd. II， S. 5-6)。寄ト苦言4ト-M<総at為完g
bキj子。季語写字..;j)' '{j]]g:f 8 ~J ..¥J民会心， 1キ国同早J *lt-Cl J よj 会'1>< 1111IT W首公い~~入j小ゐJ ..¥J ~れど軍需ユ 8 ..;j) 8~ミ~..\J・之江J 早J時的

(Zusammenstellung der gutacht1ichen Aeuserungen zu dem Entwurf ein巴sBurgerlichen Gesetzbuchs gefertigt im 

Reichs ~ Justizamt， Bd. 1， Aeuserungen zum Allgemeinen Tei!， 1890， S. 143 ; Bd. VI， Nachtrage， 1891， S. 86)。

(~)燃II~脳血~f1 (die zweite Kommission) ばポ判わい思護.j'()~~If\ γ ムJ ITii'潟網耕纏~!JlIl(~f1 (Vorkommission des Reichs-

justizamtes)早J..;j)'1><111lII 8巡同Qぐ餐;福引J~~ Oakobs / Schubert， Allgemeiner Teil， S. 811 ff. Ji[~!JlIl(~f1~ 0ユド怠f

J akobs / Schubert， Materialien， S. 54 ff. 4ぬ盟主)。

(日)Jakobs / Schubert， Allgemeiner Tei!， S. 817 ff. 

(包)総11 掛-Bí*~ボ判 φ組制緩思 (BGB-Entwurf in der Paragraphenzahlung des E. 1 nach d巴r“Vorlaufigen Zusammen-

stellung der BeschIusse der Kommission fur die zweite Lesung des Entwurfs eines Burgerlichen Gesetzbuchs" von 

Planck， 1891-1895) 8平く機闘も線 11 将棋~nilll(~f1縫思 (BGB-Entwurf in der Paragraphenzahlung des E. 1 nach der 

“Zusammenstellung der BeschIusse der Redaktionskommission" der 2 Kommission， 1891-1895) 8平く~~~'総11

僻線 11 1く婦..\JJi[:斗緊iW~縦士号心ヰヰ ν ユ~ Oakobs / Schubert， Allgemeiner Tei!， S. 823 ff.)。

(話) ユ.，Qs喜子QtHR11冊紙 (Entwurfeines Burgerlichen Gesetzbuchs fur das Deutsche Reich， Nach den BeschIussen 

Redaktionskommission， Zweite Lesung， 1894， 1895) V 刑紙偽檎盤以際司物足~w ~ (Bundesratsvorlage)やさ主おユ。

(~) Protokolle der [2J Kommission fur die zweite Lesung des Entwurfs eines Burgerlichen Gesetzbuchs fur das 

Deutsche Reich， 1890-1896. 14-蜘縦~ Protokolle der Kommission fur die zweite Lesung des Entwurfs des Burger-

lichen Gesetzbuchs (~ト， Protokolle des BGB ..¥Jrtr>匝)， Bd. 1， 1897 ; Bd. VI， 1899 ; Mugdan， a. a. O. (Bd. 1) ~付時。

(~) Protokolle des BGB， Bd. 1， S. 74-75 ; Bd. VI， S. 133 ; Mugdan， a. a. O. (Bd. 1)， S. 688. 

(日)リトJ 早J~小織 11 担ト隊ょJ~' 燃11~鰍田区制会心刑事長総綴醒ど同情~限迫布tJ~ ~..;j) 8 (Entwurf eines Burgerlichen Gesetz-

buchs fur Deutsche Reich， Zweite Lesung， 1895 ; sog. Bundesratsvorlage) 8トJ..¥JC-;*l時。

(沼)Jakobs / Schubert， Allgemeiner Tei!， S. 826. 

(合)撚川同紙ムJ怠 Entwurfeines Burgerlichen Gesetzbuchs， 1896 (sog. Reichstagsvorlage) ;{d報い。
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(ミ)Denkschrift ~ Mugdan， a. a. O. (Bd. 1)， S. 837 4総臨 (~J 0W，(lJ!:!U (\ユ ν包'駆器犯濡E3ミお初~いユの誕生目)。

(弓)権回線~f{~剥く組主お蜘縦士主総杓兵4示会Î'+:!吋小平J時帰<Jakobs / Schubert， Allgemeiner Tei!， S. 827)。

(ロ)Blaurock， Der Letter of Intent， ZHR 147， S. 338笠'トJ兵ぬ)r潟0¥と'0達主題穿盗 (gesetzlicheWertung) Jムj皆勾。+:!

~'援団羽怒る令。思煙草字率以謡穿若干.J~~ (Blaurock， a. a. 0.， S. 339)。選択， Kupper， Das Scheitern von Vertrags-

verhandlungen als Fallgruppe der culpa in contrahendo， 1988， S. 48-49， 150-151 ~'燃|幅減Q間恒制m0必総陸P'

r 1 岡田機~ w尉<~01室開~ Um.1R-¥眠時事号制早;'個型経『怜〈当急援僻JU~m.1R~...'J~ユ J "'"室戸時~'時J0.$~認さ~m::心会やおユ。

(ミ~) i~制(宮) ."j) 4特~匪o ~，\q'畑出~1IrlJ!:!稲為 ~m回 0~眠U~~二~S. 0W 1 同 gj~保 0 .Qゐ~4)!I胸~~止制E 心~Î'+:!.Q心 FJ224ヲ v'

「経K~0怪判J "'" r尉<~襲堤叫Q頬封〈割程J"'"込書票制 U~!寝~<0:;ヰい唱lJ+:! +:!玉;;;~崎将 '0。トJ0割程Q自主E頬艇や総会~+:! rトJ0

111m(出~ w持K~0tき1~~ 今年Jì~里民""，~...'J~ユ J "'" 0司Ip，~."j)' r阪総$1燃J"'" r蛍判J"'" 0 m.1R刑わさ~~~皇制D ...'J +:!崎小 U田~~ミヰ二時。

(ヨ)Henrich， a. a. 0.， S. 1， 232 ; Staudinger-Dilcher， a. a. 0.， Rdnr. 41， 47 Vorbem zu ~~ 145 ff. ; Munchener-Kramer， 

a. a. 0.， S. 1106， 1110 ; Soergel-Wolf， a. a. 0.， S. 1086， 1089. ト~0幽ぽ~ Henrich， a. a. 0.， S. 3 ff. 0起， Blomeyer， 

La promesse de vente vaut vente， in : Festschrift fur Raap， 1948， S. 269 ~ミ粒J ユ。 よき，¥q' m*0~ト~U(\ ユド~' :w: 
*糊1曝『組長~;il1 (1 gj)眠製(同)~ (堕~gj 1.叶)長 111眠~ドー(:W:*跡事手掛揺余)総監。

(思) Henrich， a. a. 0.， S. 9 ff. ; Staudinger-Dilcher， a. a. 0.， Rdnr. 40 Vorbem zu ~~ 145 ff. ; Soergel-Wolf， a. a. 0.， 

S. 1086 ; Munchener-Kramer， a. a. 0.， S. 1107 ; Palandt-Heinrichs， a. a. 0.， S. 139. ~，\q'縁側主目 UIN ...'Jニム) 0!!W恒

会心， ，ムヤト~規制(当時，~0W，(倒~総会ドユぉユ (Motive zum BGB， Bd. !， S. 178 ; Mugdan， a. a. O. (Bd. 1)， S. 450 ; 

Henrich， a. a. 0.， S. 12 ff. ; Munchener-Kramer， a. a. 0.， S. 1107)。

(~(Henrich， a. a. 0.， S. 118 ; Munchener-Kramer， a. a. 0.， S. 1106 ; Palandt-Heinrichs， a. a. 0.， S. 139 ; Soergel-

W olf， a. a. 0.， S. 1086. 

(じ)Staudinger-Dilcher， a. a. 0.， Rdnr. 42 Vorhem zu H 145 ff. Munchener-Kramer， a. a. 0.， S. 1107 ; Palandt-

Heinrichs， a. a. 0.， S. 139 ; Soergel-Wolf， a. a. 0.， S. 1087糾漏Qおふは怒， ~ト4E3主製ト4堅右~."j) 0~~トO .lj]~~黒~，~' r恥

~(0K蜘)笠(特)尉<~~主!lJN~制 (Vollstandigkeit)やおv ぃ。付ニJ ""'-\眠時."j) 0 ."j)~の為 P トJ 兵 U~認案為怨ユ (Vgl.

Flume， a. a. 0.， S. 614 ff. ; Munchener-Kramer， a. a. 0叫 S.1107 ; Palandt-Heinrichs， a. a. 0.， S. 139)0 (*)尉<~

(
的
)
山
巴
幅
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説

で
も
、
契
約
内
容
は
特
定
で
き
れ
ば
足
り
、
こ
の
点
で
両
者
に
差
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
一
五
四
条
と
の
関
係
で
は
、
実
際
上
微
妙
な
相

違
が
出
る
可
能
性
も
な
い
で
は
な
い
。
(
本
)
契
約
で
付
随
的
事
項
が
留
保
さ
れ
て
い
る
場
合
、
契
約
不
成
立
の
判
断
に
傾
き
や
す
か
ろ
う
が
、
予

約
の
場
合
、
ー
ー
そ
の
準
備
的
性
格
を
考
慮
に
入
れ
|
|
「
そ
れ
だ
け
で
予
約
の
成
立
を
否
定
す
べ
き
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
付
随
的
事
項
に
つ

い
て
補
充
的
契
約
解
釈
を
行
う
べ
き
で
あ
る
」
と
説
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
(
冨
C
R
F
g
R
i同
E
B
m
p
m
-
同・

φ
・
ω・
己
ミ

R)。

(
必
)
出

g
ユ
n
y
回・白・0・

w
ω
E
O
一
ωSEa-ロ
m
R
1
E
K
Z
F
同・白-0・・

E

R・
2
〈
R
Z
5
2
2
E印片岡・一

ωORmo--者
。
}
戸
白
・
回
・
0
・
・

ω-HO∞∞. 

(
却
)
田
町
ロ
『
町
内
『
f

白・同・0・

w
ω
-
H
E
一
ω
g
c門出口
mHqlu--nF2・
白
・
同
0
・
閉
山
円
山
口
司
・
台
〈
O号。
B
N
C
Z
H品
目
以
・
一
宮
ロ
ロ
n
Zロ
巾
吋
関
S
S
R
-
白・

白・0・

ω-HHO由一

F
R
m
m
-
l君
主
唱
曲
・
国
・
0
・
ム

-
E
g・

(
印
)
出
巾
ロ
ユ
円
FW
同・白・

0
・・

ω・
HH印
一
冨
ロ
ロ
門
町
巾
ロ
q
t同
E
B巾
〆
白
・
同
・

0
・wω-HHO由・

(
日
)
冨
ロ
ロ
n
z
g
q
l関
門
白
ヨ
巾
♂
白
血
・
0
・

wω-HHC由
一
一
句
色
白
ロ
向
洋

l出町一ロユ
nyp
目・白

9
・
ω
-
H
S・
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論

第
二
節

予
備
的
契
約

交
渉
段
階
で
の
権
利
義
務
関
係
を
規
律
す
る
た
め
の
契
約
、
す
な
わ
ち
、
予
備
的
契
約
(
〈

2
P
5
5ユg
m
)
が
存
在
す
る
場
合
、
「
交
渉

破
棄
」
は
独
立
し
た
問
題
と
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
近
時
ド
イ
ツ
で
は

F
0
2
2
え

E
Z
E
を
契
機
に
、
か
か
る
契
約
が
注
目
さ
れ
は
じ

め
て
い
る
が
、
以
前
に
も
こ
れ
と
関
係
す
る
議
論
は
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
最
初
に
従
来
の
議
論
状
況
を
概
観
す
る
。

従
来
の
識
論
状
況

予
備
的
契
約
が
そ
れ
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
(
本
)
契
約
や
予
約
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
明
確
に
意
識
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
最
近
の
こ
と

で
、
従
来
こ
れ
に
関
係
す
る
議
論
は
契
約
法
の
各
所
に
散
在
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
以
下
、

一
瞥
し
て
お
こ
う
。



(
1
)
試
味
売
買
(
穴

2唱

ω
E
P
o
g
)
な
い
し
試
験
売
買
(
ヌ

ωえ

ω
E
F
W師一
o
Z
)

こ
れ
ら
の
売
買
で
は
、
契
約
が
本
来
の
効
力
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
か
否
か
は
買
主
の
随
意
に
か
か
り
、
そ
れ
ま
で
の
関
係
は
暫
定
的
な

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
は
条
件
付
き
の
(
本
)
契
約
と
解
さ
れ
、
そ
の
た
め
か
、
予
備
的
契
約
に
つ
な
が
る
議
論
は
見
当
た
ら
な
い
。

(
2
)
委
任
(
》
三
守
ωm)

交
渉
段
階
で
の
準
備
行
為
が
交
渉
破
棄
者
の
委
任
に
基
づ
く
場
合
、
そ
の
た
め
の
費
用
は
賠
償
さ
れ
(
ド
イ
ツ
民
法
六
七

O
条
)
、
当
該
委

任
は
予
備
的
契
約
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
委
任
を
根
拠
に
就
職
希
望
者
の
出
摘
し
た
面
接
費
用
(
交
通
費
)
を
雇
主
に
賠
償
さ
せ
た
裁
判
例

は
そ
の
実
例
と
言
え
る
。
し
か
し
、
契
約
交
渉
と
の
関
係
が
一
般
的
な
形
で
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
右
の
議
論
も
そ
の
場
限

り
の
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

(
3
)
請
負
契
約
(
〈
〈
雪
言
。
ュ

3m)

準
備
行
為
は
請
負
に
基
づ
く
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
次
の
規
定
は
注
目
さ
れ
る
。

契約交渉の破棄とその責任(3)

[
ド
イ
ツ
民
法
六
三
ニ
条
一
項
]
(
翻
訳
は
、
柚
木
馨
『
濁
逸
民
法
[

H

]

(

債
務
法
)
』
(
昭
和
三

O
年
)
五
七
五
頁
K
よ
る
。
)

報
酬
ニ
封
シ
テ
ノ
ミ
仕
事
ノ
製
作
ヲ
期
待
ス
ベ
キ
事
情
ア
ル
ト
キ
ハ
、
報
酬
ハ
之
ヲ
黙
示
ニ
テ
合
意
シ
タ
モ
ノ
ト
看
倣
ス

こ
の
規
定
の
趣
旨
は
「
報
酬
の
約
定
が
な
く
て
も
、
客
観
的
に
見
て
、
報
酬
を
与
え
た
と
き
に
の
み
当
該
仕
事
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
場

合
に
は
、
請
負
(
報
酬
請
求
権
)
の
存
在
を
認
め
る
」
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
規
定
を
め
ぐ
り
「
請
負
希
望
者
が
当
該
仕
事
の
見
積
書
や
計

画
書
を
相
手
方
に
提
出
し
た
場
合
、
そ
の
準
備
行
為
(
ぐ
。

E
号
巴
Z
ロ
)
は
独
立
し
た
請
負
を
構
成
す
る
か
L

が
争
わ
れ
た
事
件
は
予
備
的
契

約
の
問
題
で
あ
る
。
が
、
委
任
と
同
様
、
契
約
交
渉
と
の
関
係
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
も
、
予
備
的
契
約
が
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
容
易
に
知
れ
る
。
従
来
も
か
か
る
契
約
に
は
契
約
と

し
て
の
効
力
が
認
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
|
|
交
渉
段
階
で
の
権
利
義
務
関
係
の
規
律
と
い
う
面
か
ら
|
|
(
本
)
契
約
や
予
約
と

北法42(3・17)705



説

異
な
る
独
立
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
捉
え
る
試
み
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。

呈A‘
民間

識
論
の
現
状

l
l
「
EZτ
の
著
作
を
中
心
と
し
て

北法42(3・18)706

予
備
的
契
約
の
明
確
な
認
識
は
、

r
5
0
n
u
q
F
2
Z円。同

E
R旦・

5
認
を
曙
矢
と
す
る
。

FOH仲
買
え

F
Z
E
と
は
ア
メ
リ
カ
の
実

務
で
発
達
し
た
も
の
で
、
一
般
に
「
交
渉
当
事
者
が
取
り
交
わ
し
た
事
前
の
合
意
(
℃
耳
目
B
E
R可

E
骨
B
Eロ己
Em)
を
書
面
化
し
た
も
の

L

と
解
さ
れ
て
い
宏
、
近
時
ア
メ
リ
カ
で
は
|
「
拘
束
力
な
き
趣
意
書
」
と
い
う
旧
来
の
理
解
を
脱
し
|
そ
れ
を
予
備
的
契
約
と
し
て
把

握
す
る
動
き
が
見
受
け
ら
れ
る
。
か
か
る
理
解
を
ド
イ
ツ
に
導
入
し
た
の
が

r
E
O円
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

F
O
R
2
0同
E
Z
E
は
多
様
で

あ
る
も
の
の
、
通
常
は
、
(
本
)
契
約
、
条
件
付
き
の
(
本
)
契
約
、
予
約
(
〈

2
g円
昨
日
也
、
オ
プ
シ
ョ
ン
契
約
の
い
ず
れ
に
も
当
た
ら
ず
、

そ
れ
ら
の
申
込
で
も
な
凶
。
が
、
そ
れ
は
無
意
味
な
も
の
で
は
な
く
、
交
渉
段
階
で
の
当
事
者
の
関
係
を
律
す
る
予
備
的
契
約
(
〈

2
5
m

と
説
く
。
し
か
も
、
彼
は
か
か
る
契
約
が
用
い
ら
れ

日
目
〈

2
P
E
。
己
・
〈

2
P
E〈
ぬ
吋
叶
吋
印
肉
)

の
申
込
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、

る
背
景
を
「
契
約
の
締
結
(
成
立
)
形
態
(
冨

ao--常
的
〈
ゆ
ユ

Em判

m
R
Y
E
g
g
)
L
に
求
め
る
。
ド
イ
ツ
民
法
典
の
想
定
す
る
「
締
約
の
仕

方
(
〉
σ
R
Y
E
-広
三
σ
g
g昆
)
」
は
現
実
行
為
や
隔
地
者
間
契
約
と
い
う
比
較
的
単
純
な
も
の
だ
が
、
今
日
で
は
様
々
な
関
係
者
が
関
与
し
、

種
々
の
準
備
行
為
が
な
さ
れ
る
た
め
、
交
渉
は
複
雑
化
・
長
期
化
し
て
お
り
、
か
か
る
「
成
立
形
態
」
の
下
で
、

T
5
0円。同

E
Z
E
は
存

在
意
義

(ωz--842同
)
を
有
す
る
、
と
論
じ
る
の
で
あ
る
o

r
H
2
2
の
功
績
は
予
備
的
契
約
を
そ
れ
と
し
て
明
確
に
認
識
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
そ
の
背
景
を
「
成
立
形
態
」
に
求
め
た
点
も
示
唆

に
富
む
。
「
交
渉
破
棄

L
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
契
機
に
、
|
|
紹
介
の
仕
方
は
一
様
で
な
い
も
の
の
ー
-
F
2
Z吋

丘
E
Z己
は
教
科
書
や
コ
ン
メ
ン
タ

l
ル
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
に
つ
れ
て
予
備
的
契
約
に
も
目
が
向
け
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
議
論
は
端

緒
に
着
い
た
ば
か
り
だ
が
、
予
備
的
契
約
が
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
る
点
で
、
現
在
の
状
況
は
従
来
の
そ
れ
と
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
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907 ff. ; Lange/Hefermehl， Soergel Kommentar zum BGB， Bd. 1， Allgemeiner Teil， (11. AufI.) ， 1978， S. 771 ff.; 
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~心いF 怜〈幾ドて唱vj飾陣為世長-w .;:.;ν ユト(HJ.>J'会}将トb時。

(出)Lutter， a. a. 0.， S. 36-40. rLetter of Intent ~持催。lj(~t-Q+<Jm U' 昔製品lj(記入J"::^Ç"，岨ij i<d~宣銅4眠時」人J-\眠時。
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(~口コ) Pa剖lan叫由d也tけ-H誌悩ein町E立凶richs冶s，a. a. O. (50. Aufl.) ， S. 140 ; Soergel-Wolf， a. a. O. (12. Aufl.)， S. 1087 ; Medicus， Schuldrecht 
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戸
〉
--m巾
ヨ
包
ロ
句
、
H，m
-
r
(
印
・
〉
ロ
巴

-YES-ω
・
印
吋
司
一
玄
ロ
ロ
n
Z
R司
l

同

E
B
O
F
白・白

C
・
G
-
〉
C
2
・yω
・
口
S
R・
(
前
者
二
つ
は
(
本
)
契

約
が
成
立
し
な
い
点
を
、
後
者
二
つ
は
予
備
的
契
約
が
成
立
し
う
る
点
を
、
各
々
強
調
す
る
。
)

(
凶
)
た
と
え
ば
国
巾
ユ
巴

-HNR宮印
mgny問
問
同
町
一
白
〈
R
P
E
aロ
叩
印
甲
♀
巾

W
F
四
回
忌
∞
ω
・
ω・
g
E
は円ロ回同
E
n昨日。ロ吉岡》吋
on巾
包
を
予
備
的

契
約
の
角
度
か
ら
検
討
す
る
(
こ
こ
で
い
う

E
a
g
a
-
oロ
は
一
方
的
な
指
図
で
は
な
く
、
当
事
者
聞
の
合
意
を
指
す
。

ω
-
E
N日)。

第
二
章

事
務
管
理
、

不
法
行
為

不
当
利
得
、

前
編
で
紹
介
し
た
議
論
を
正
確
に
把
握
す
る
に
は
、
事
務
管
理
、
不
当
利
得
、
不
法
行
為
等
の
諸
制
度
が
「
交
渉
破
棄
」
に
対
し
て
有
す

る
意
義
を
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
下
、
右
の
諸
制
度
の
射
程
な
い
し
限
界
を
確
認
し
て
お
く
。

契約交渉の破棄とその責任(3)

第
一
節

事
務
管
理

(
O
@
g
E
3
a
c
y
z
a
o
z
o
E
3
3
m
)

事
務
処
理
が
相
手
方
(
本
人
)
の
利
益
と
意
思
に
適
う
場
合
、
委
任
が
な
く
て
も
、
事
務
処
理
者
は
費
用
の
償
還
を
求
め
う
る
(
ド
イ
ツ

民
法
六
七
七
条
、
六
八
三
条
一
文
)
。
し
か
し
、
事
務
が
本
人
の
た
め
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
る
た
め
(
六
六
七
条
て
そ
れ
が
客

観
的
に
見
て
他
人
(
本
人
)
の
事
務
(
。

z
o
E
2
吟
自
己

g
の
g岳
民
宿
)
に
属
す
る
か
、
事
務
処
理
者
が
本
人
の
た
め
に
す
る
意
思
を
有

す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
が
。
が
、
締
約
や
履
行
の
準
備
行
為
は
、
行
為
者
札
口
身
砂
事
乱
初
で
あ
り
、
右
の
意
思
も
な
い
の
が
通
常
で
あ
ろ
切
。

北法42(3・21)709 



説

法
律
上
の
原
因
な
く
他
人
の
損
失
に
お
い
て
利
得
を
得
た
者
は
、
そ
れ
を
返
還
せ
ね
ば
な
ら
な
い

交
渉
破
棄
者
が
利
得
を
有
さ
ぬ
限
り
、
準
備
費
用
が
無
駄
に
な
っ
て
も
、
賠
償
さ
れ
な
い
。

(
ド
イ
ツ
民
法
八
二
一
条
)
。
し
か
し
、

北法42(3・22)710

論

第
二
節

不
当
利
得

(
C
コ
mo「
o
o
Z
F
ユ
-mg
因。
5
0才
@
Eコ
m)

第
三
節

不
法
行
為

(
C
コ
Oユ
2
Z
O
工
ωコ
a
-
5
m
g
)

日
本
の
裁
判
例
に
は
「
交
渉
破
棄
」
を
不
法
行
為
に
よ
り
処
理
し
た
も
の
が
か
な
り
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
で
か
か
る
例
は
見
当
た
ら
な
い
。

こ
れ
は
両
国
の
不
法
行
為
法
の
構
造
上
の
相
違
に
由
来
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
民
法
典
に
は
日
本
民
法
七

O
九
条
に
相
当
す
る
包
括
的

規
定
は
存
在
せ
ず
、
純
粋
な
財
産
的
利
益
(
吋
包
ロ
g
ぐ

q
E
o
m
O
B
E
Z
B
g
o
)
に
対
す
る
侵
害
(
純
粋
財
産
損
害

(
Z
E
R
〈
耳
目
。
mog-

印
岳
包

g))
に
つ
い
て
は
、
不
法
行
為
の
成
立
要
件
と
し
て
、
侵
害
行
為
が
被
害
者
の
保
護
を
目
的
と
す
る
法
律
に
反
す
る
こ
と
(
八
二
三

条
二
項
一
文
て
な
い
し
加
害
者
が
良
俗
に
反
す
る
方
法
で
故
意
に
損
害
を
与
え
た
こ
と
(
八
二
六
条
)
を
要
求
す
る
。
し
か
る
に
、
寸
交
渉

破
棄
L

で
問
題
と
さ
れ
る
損
害
は
こ
の
純
粋
財
産
損
害
だ
が
、
当
事
者
を
交
渉
破
棄
か
ら
保
護
す
る
法
律
は
な
く
、
ま
た
破
棄
者
が
最
初
か

ら
締
約
す
る
気
が
な
か
っ
た
場
合
で
も
な
い
限
り
、
後
者
の
要
件
も
満
た
さ
れ
な
い
。
た
め
に
、
多
く
の
「
交
渉
破
棄
L

は
不
法
行
為
法
で

は
解
決
し
え
な
い
。
他
方
、
第
二
次
大
戦
後
は
、
い
わ
ゆ
る
「
社
会
生
活
上
の
義
務
(
〈

q
w各
吋
省
出
向
。
宮
ご
が
発
展
し
、
近
時
は
「
そ
の
義

務
の
射
程
を
拡
張
し
、
純
粋
財
産
損
害
も
保
護
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
」
と
の
見
解
も
登
場
し
て
い
が
。
が
、
こ
れ
は
「
素
人
に
誤
っ
た

情
報
を
与
え
た
専
門
家
の
責
任
L

を
問
題
と
す
る
も
の
で
、

J

父
渉
破
棄
」
に
つ
い
て
、
不
法
行
為
法
の
射
程
を
拡
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
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(，...;) Muhl， Soergel Kommentar zum BGB， Bd. III， Schuldrecht II， (11. Aufl.)， 1980， S. 887 ff. Seiler， Munchener 

Kommentar zum BGB， Bd. III， Schuldrecht， Besonderer Teil， 2 Halbband， (2. Aufl.)， 1986， S. 275 ff. Thomas， 

Palandt BGB， (50. AufIよ 1991，S. 771 ff. 

(N) V gl. Lutter， Der Letter of Intent -2ur rechtIichen Bedeutung von Absichtserklarung， 1982， S. 48 ff. 

(的)Vgl. Muhl， Soergel Kommentar zum BGB， Bd. IV， Schuldrecht III， (11. Aufl.)， 1985， S. 471 ff. ; Lorenz， Staudinger 

Kommentar zum BGB， Bd. II， Recht der Schuldverhaltnisse， (12. Aufl.)， 1986， Rdnr. 1 ff. Vorbem zu ~~ 812-822， 

Rdnr. 1 ff. zu ~ 812 ; Lieb， Munchener Kommentar zum BGB， Bd. III， Schuldrecht， Besonderer Tei!， 2 Halbband， 

(2. Aufl.)， 1986， S. 1245 ff. ; Palandt-Thomas， a. a. 0.， S. 866 ff. 

(司)時誕!と符誕 Q~<::::~矧~わ ν~' 2euner / Hδnn， Soergel Kommentar zum BGB， Bd. IV， Schuldrecht III， (11. Aufl.)， 

1985， S. 667 ff. ; Schafer， Staudinger Kommentar zum BGB， Bd. II， Recht der Schuldverhaltnisse， (12. Aufl.)， 1986， 

~9 823-832 ; Mertens， Munchen巴rKommentar zum BGB， Bd. III， Schuldrecht， Besonderer Teil， 2 Halbband， (2. 

Aufl.)， 1986， S. 1450 ff. ; Palandt-Thomas， a. a. 0.， S. 908 ff. O\(<J総監lP~O

(凹)擢季l;:~幽~制IT ..lJさ;2' -<.ffiR-&ト若宮1友製ど Qm区制IT o\(<J<::::""時ト J ..lJ~ヲv剣山~~i組 Q~惑も Q~J ..lJ~，♀心。
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recht und Sonderprivatrecht -2ur Rechtsfortbi!dung des deIiktischen Schutzes von Vermogensinteressen， AcP 178， 
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論

第
三
部

フ
ラ
ン
ス
法
の
考
察

北法42(3・24)712 

説

フ
ラ
ン
ス
法
を
考
察
す
る
の
は
、
そ
れ
が
日
本
民
法
典
の
母
法
と
言
い
う
る
と
と
も
に
、
ー
ー
日
本
の
学
説
の
依
拠
す
る
|
|
ド
イ
ツ
法

を
相
対
化
せ
し
め
る
た
め
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ド
イ
ツ
法
と
の
対
比
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
、
第
二
部
と
同
一
の
構
成
を
採
る
。

第
一
編

「
契
約
交
渉
の
破
棄
」
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
態
際

第
一
章

裁
判
例
の
紹
介
と
検
討

「
交
渉
破
棄
L

に
関
す
る
裁
判
例
を
紹
介
し
、
全
体
的
傾
向
を
概
観
し
た
後
、
検
討
を
行
う
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
「
申
込
の
拘
束
力
L

が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
関
係
上
、
「
申
込
の
撤
回
L

も
「
交
渉
破
棄
」
の
範
暗
に
入
れ
た
り
、
両
者
を

J
E
Z
胃
仙
の
。
昇

E2zo--m
の
う
ち
、

『
契
約
の
成
立
』
を
妨
げ
る
も
の
」
と
一
括
す
る
こ
と
が
あ
る
。
が
、
本
稿
で
は
両
者
を
区
別
し
て
き
た
の
で
、
こ
こ
で
も
「
申
込
の
撤
回
」

に
関
す
る
裁
判
例
は
取
り
上
げ
な
い
。
た
だ
、
両
者
を
一
括
す
る
発
想
の
な
か
に
は
重
要
な
示
唆
が
含
ま
れ
て
い
る
(
次
編
参
照
)
。

第
一
節

裁
判
例
の
紹
介

寸
交
渉
破
棄
」
に
関
す
る
裁
判
例
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
る

(
紹
介
は
年
代
順
)
。

[
1
]
宮
古
P

5・片品
4
・・

H∞
8
・∞

-
E
E
-
M
W
E品
一
】
)
-
E
S
W
N
W
H
m∞
・
:
:
:
営
業
財
産
(
問
。
ロ
仏
白
骨
円
0
5
5
R
B
)
の
譲
渡
契
約
。
買
主
↓
売



契約交渉の破棄とその責任(3)

主
(
価
格
は
専
門
家
に
委
ね
る
こ
と
で
合
意
し
た
が
、
被
告
は
そ
の
選
定
を
一
貫
し
て
拒
絶
)
。
請
求
認
容
(
「
p
z
R
な
い
し
悪
意
(
自
白
ロ
〈
回
目
回
目

含
円
)
に
よ
り
誤
解
を
与
え
た
者
は
不
法
行
為
責
任
(
一
三
八
二
条
)
を
負
う
L

と
判
示
。
ま
た
賠
償
の
範
囲
は
、
「
営
業
財
産
の
取
得
に
よ
っ
て
得

ら
れ
た
で
あ
ろ
う
利
益
で
は
な
く
、
口
約
束
を
信
じ
た
た
め
に
被
っ
た
損
害
」
と
判
断
)
。

[
2
]
月刊ロロ
2
・∞
-
Y
E
-
-
E
N
P
U・国・

5
N由・

2
∞
・
(
月
刊
〈
・
豆
5
・
母
-
n
z
-
E
ω
0・匂

HHN・
。
宮
・
ロ
2
5
m
c巾
・
)
:
:
:
事
務
所
の
譲
渡
契
約
。

買
主
↓
売
主
(
原
告
は
被
告
の
約
束
を
信
用
し
て
出
摘
し
た
が
、
被
告
が
そ
れ
を
破
棄
し
、
締
約
を
拒
絶
。
な
お
、
こ
の
契
約
は
法
律
に
よ
り
公

正
証
書
の
作
成
が
効
力
要
件
と
さ
れ
て
い
た
)
。
請
求
認
容
(
「
被
告
の
締
約
す
る
と
の
偽
り
の
約
束

(
u
g
g
g∞o
p
-
-
Rぽ
5
巾
)
は
契
約
は
成

立
さ
せ
な
い
が
、
悪
意

(
5
2〈白山
S
F
F
)
や
不
注
意
な
点
(
円
ヨ
胃
邑
ー
巾
5
5
2同
)
が
あ
る
場
合
、
不
法
行
為
法
上
の
町
田
口
広
を
構
成
す
る
」
と

判
示
。
賠
償
の
範
囲
は
、
契
約
の
履
行
に
よ
り
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
利
益
で
は
な
く
、
約
束
に
よ
り
被
っ
た
損
害
(
出
指
)
で
あ
る
、
と
し
た
)
。

[
3
]
Z時5
2
-
E・
5
目
r
E
ω
M・
O
-
E
E
ω
戸
念
品
・
:
:
:
広
告
を
掲
載
す
る
契
約
。
広
告
主
↓
雑
誌
社
(
被
告
の
募
集
に
基
づ
き
原
告
が
掲
載
を

申
込
ん
だ
が
、
被
告
は
承
諾
せ
ず
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
連
絡
し
な
か
っ
た
)
。
請
求
認
容
(
寸
契
約
の
成
立
L

は
否
定
し
た
が
、
「
連
絡
を
怠
っ
た
の

は
義
務
違
反
で
、
不
法
行
為
法
上
の

p
z
Z
に
当
た
る
」
と
判
示
。
右
義
務
違
反
に
よ
り
原
告
が
被
っ
た
損
害
が
賠
償
さ
れ
た
)
。

[
4
]
P
E
P
-
P
同

m
F
呂
田
-
U

呂
田
・
出
品
・
:
:
:
全
集
の
売
買
契
約
。
買
主
↓
出
版
社
(
全
集
が
広
告
通
り
に
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
)
。
請
求

棄
却
(
「
契
約
の
成
立
」
を
否
定
し
た
う
え
、
「
広
告
通
り
に
出
版
さ
れ
な
い
こ
と
は
ま
ま
あ
る
」
と
し
て
、
不
法
行
為
責
任
も
否
定
)
。

[
5
]
わ曲目的
-
n
o
g
-
5・訟
4
・W
E
E
-
∞ロロ
-
n
z
-
H〈
唱
え

HNωw
匂・

5
印
・
:
:
:
不
動
産
の
賃
貸
借
契
約
。
借
主
↓
貸
主
(
第
三
者
と
の
締
約
に
因
る

交
渉
破
棄
)
。
請
求
棄
却
の
原
判
決
を
支
持
(
原
審
は
寸
交
渉
破
棄
が

P
E守
巾
で
あ
っ
た
と
す
る
証
拠
は
な
い
」
と
し
て
い
た
)
。

[
B
]
司
E
・
E
-
Eロ〈
-
w
E
g・
u・
5
S
-
口
町
・
(
河
雪
-
E
5・内町・

9
4・
巴
吋
0・匂・

ω印∞・

o
g
-
U
Rミ
・
)
:
:
:
ガ
ラ
ス
等
の
供
給
及
び
設
置
請
負

契
約
。
納
入
業
者
↓
注
文
者
(
見
積
書
受
領
後
、
被
告
は
第
三
者
と
締
約
三
請
求
棄
却
(
交
渉
を
公
正
か
つ
誠
実
に
進
め
る
義
務

(CE紅白昨日
O
ロ

骨
円
宮
吾
昆
巾

Z

Z
百
三
郎
)
の
存
在
は
認
め
る
も
、
取
引
安
全
な
ど
に
配
慮
し
、
義
務
違
反
(
岡
田
三
巾
)
否
定
)
。

[
7
]
何回∞∞
-
n
o
g
-
N
0・
5
白
吋
少
呂
吋
N
L
wロ
ロ
巳
〈
・
【
〈
w
口。

8
・
H)
由。一】・
(
U

・司
-
z
a
-
戸

H
4
2
ω
L
g
g
w
ω
口
町
田
区
け
(
岡
山
叩
〈
-
E
S・仏吋
-
n
z・

巴叶
NW
同)・叶吋
p
c
z
-
ロ
ミ
弓
・
)
:
:
:
機
械
の
売
買
契
約
。
買
主
↓
売
主
(
原
告
は
工
作
機
械
会
社
(
訴
外
A
)
と
交
渉
し
、

A
は
代
理
底
た
る

被
告
を
通
じ
て
原
告
に
見
積
書
を
渡
そ
う
と
し
た
が
、
被
告
は
勝
手
に
第
三
者
と
締
約
し
た
)
。
請
求
認
容
の
原
判
決
を
支
持
(
「
進
展
し
た
交
渉

を
正
当
な
理
由
な
く
突
然
一
方
的
に
破
棄
す
る

(5ヨ
匂
耳
目
B
E
2
0ロ
涼
包
丘
ヨ
タ

σ
E仲間】巾
B
S同
巳
ロ
ロ
己
主
m
g
-
O
B
g
p
F由
U
o
c召
R
Z
B

白〈田口
nm印
)
こ
と
は
、
取
引
関
係
の

σoロ
ロ
巾
時
三
に
反
し
、

P
E巾
に
当
た
る
L

と
し
て
、
不
法
行
為
責
任
こ
三
八
二
条
)
を
肯
定
)
。

北法42(3・25)713 



説

[

8

]

(

リ問団印
-
n
z
-
Y
-
ω
w
o
n
f
E叶
Nw
∞ロロ

-nぞ
・
ロ
ア
ロ
。
ぉ

Y
H
)
-
a
p
-
-
:
:
建
物
の
売
買
契
約
。
売
主
↓
買
主
(
原
告
は
被
告
の
設
計
変
更
の

要
請
に
従
っ
た
が
、
被
告
は
第
三
者
と
締
約
)
。
請
求
棄
却
の
原
判
決
を
破
棄
差
戻
(
原
判
決
が
害
意
(
宮
広
三
宮
口
弘
司

E
一
括
)
の
不
存
在
を
棄

却
の
理
由
と
し
た
の
に
対
し
、
「
二
二
八
二
条
及
び
二
二
八
三
条
は
害
意
を
要
件
と
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
判
示
)
。

[g]
、吋ユ
σ・
腎
.
・
宮
町
同
・
司
白
江
田
w印。

(
U
Y
N
ω
λ
m〈・・

5
a・
』
【
U・
HM--戸
間

}-NHm・
:
:
:
建
物
の
売
買
契
約
。
売
主
↓
買
主
(
長
期
の
交
渉
後
、
締

約
を
拒
絶
)
。
請
求
棄
却
(
契
約
自
由
の
原
則
を
尊
重
し
、
明
確
な

(
n
R
R丹
市
ユ
拡
)
岡
田
口
広
を
不
法
行
為
の
要
件
と
し
た
う
え
、
そ
れ
を
否
定
)
。

[
叩
]
わ
白
g
-
n
z・
ω0・
戸
。

2
4
5
a
w
U
-
E
2・
F
同2
5
2
-
O
B
何
者
丘
町
印
七
・
白
・
:
:
:
詳
細
不
明
(
「
交
渉
を
破
棄
す
る
権
利
の
行
使
が
濫
用

と
さ
れ
る
の
は
、
破
棄
の
さ
い
に

p
z
g
を
構
成
す
る
よ
う
な
行
為
が
な
さ
れ
た
と
き
だ
け
で
あ
る
」
と
す
る
)
。

[
円
]
わ
釦
師
印
-
n
z・
1
・
HN・
2
円
一
「
邑
叶
mw
∞
z---nぞ
戸
口
。
ロ
Nwu・
s
・(河巾
4・
丹
江
戸
門
町
-
n
z・
5

コL】

-HN戸
。
z
-
u
z
q
w
)
・
:
:
・
土
地
の

売
買
契
約
。
買
主
(
業
者
?
)
↓
売
主
(
九

O
才
の
老
人
で
あ
る
被
告
は
売
却
に
基
本
的
に
同
意
し
た
が
(
た
だ
し
、
詳
細
は
未
定
)
、
共
有
者
が

締
約
を
拒
絶
し
た
た
め
、
交
渉
決
裂
)
。
請
求
認
容
の
原
判
決
を
破
棄
差
戻
(
原
審
は
被
告
が
自
己
の
権
利
の
確
認
を
怠
っ
た
こ
と
を
認
容
の
理
由

と
し
た
が
、
寸
被
告
に
害
意
は
な
く
、
悪
意
(
自
白
ロ
ー
〈
色
印
巾
向
。
{
)
で
も
な
か
っ
た
」
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
)
。

[
ロ
]
同
V
R
F
E
W
門同
mnJ
昌
宏
・
』
・
(
リ
・
同
呂
田
・
ロ
。

8
・
〉
2
5
E
m目
・
日
2
・
E
g
-
門町
-n-4・
5
g
-
℃
・
也
戸
。
z
・冨何回同
Z
・
)
:
:
:
映
画
の
出

演
契
約
。
映
画
会
社
↓
女
優
(
原
告
と
被
告
の
交
渉
は
、
契
約
の
要
素
す
べ
て
に
合
意
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
)
。
請
求
棄
却
(
「
契
約
の

成
立
」
を
否
定
し
た
後
、
「
被
告
は
原
告
に
締
約
の
確
信

(nq吾
己
仏
巾
)
を
抱
か
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
た
め
ら
い
を
示
し
て
い
た
L

と
判
示
)
。

[
日
]
司
R
F
戸
自
白
r
z
g
w
Z
E
F
完
2
・
E
B
-
骨
n
-
4
5
g
w
円

y

叶
8
・。
σ∞-
z
g可
巾
・
)
:
:
:
株
の
売
買
。
譲
受
人
↓
所
有
者
(
被
告
は

原
告
と
交
渉
中
、
連
絡
も
せ
ず
、
第
三
者
に
株
を
売
却
し
た
)
。
請
求
認
容
(
「
交
渉
を
無
に
し
て
し
ま
う
計
画
の
実
現
を
教
示
し
な
い
こ
と
で
、

被
告
は
原
告
か
ら
違
法
な
仕
方
で
(
骨

E
2ロ
貯
三
宮
巾
)
|
|
原
告
が
重
大
な
利
益
を
有
す
る
と
こ
ろ
の
|
|
協
議
に
入
る
可
能
性
を
奪
い
、

ま
た
非
難
さ
れ
る
べ
き
方
法
で
取
引
拡
大
の
機
会
を
原
告
か
ら
取
り
上
げ
た
」
と
し
て
、
不
法
行
為
責
任
を
肯
定
)
。

[
同
]
わ
山
間
的
・

8
5・
Nω
噂
旨
目
f
z
s・
]
(
い
・
同
M・
E
-
同Y
E
S
-
E
4
2・(河
2
・
E
g
-
門町

-
a
4・
z
g
w
℃・吋
ω少
。
σ印
・
宮
g
可
巾
・
}
:
:
:
代
理
商

権
(
円
印
吋
丹
巾
門
r
z
H
V広
忠
良
主
党
)
ロ
)
の
譲
渡
。
代
理
薦
(
印
官
三

g
g
s
q
n
E
)
↓
譲
受
人
(
譲
渡
に
合
意
し
、
引
き
継
ぎ
も
終
え
た
後
、
被
告

は
締
約
を
拒
絶
。
前
訴
で
原
告
は
得
意
先
譲
渡
の
代
金
を
請
求
し
た
が
、
額
が
不
特
定
ゆ
え
、
契
約
は
無
効
と
さ
れ
た
)
。
請
求
認
容
の
原
判
決
を

支
持
(
「
契
約
は
無
効
で
も
、
詐
術

(
B
2
8ロ
ミ

g
号
-
。
包

42印
)
の
被
害
者
は
不
法
行
為
責
任
を
追
及
し
う
る
。
対
価
の
交
渉
を
意
図
的
に
引

き
延
ば
し
、
不
当
に
妨
害
し
た
こ
と
が
代
金
不
特
定
を
招
い
た
の
で
あ
り
、
被
告
の
こ
の
違
法
な
行
為
は
損
害
賠
償
の
基
礎
と
な
る
」
と
判
断
)
。

論

北法42(3・26)714 



以
上
の
裁
判
例
の
全
体
的
な
傾
向
を
概
観
し
て
お
く
。

(

a

)

裁
判
例
の
数
の
時
代
的
推
移
:
:
:
裁
判
例
の
出
現
は
前
世
紀
末
に
さ
か
の
ぽ
る
も
の
の
、
そ
の
数
は
ド
イ
ツ
に
比
べ
て
少
な

く
、
特
に
一
九
六

0
年
代
ま
で
は
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
に
し
か
登
場
し
な
い
。
た
だ
、
七

0
年
代
に
入
る
と
、
や
や
継
続
的
に
現
れ
だ
し
、
数
も

若
干
増
加
し
は
じ
め
る

こ
四
件
中
八
件
が
七

O
年
以
降
の
も
の
)
。

(
b
)
紛
争
類
型
の
特
徴
:
:
:
不
動
産
に
か
ら
む
事
件
が
一
四
件
中
五
件
あ
り
、
全
体
の
な
か
で
占
め
る
割
合
が
最
も
高
い
。

(

C

)

紛
争
形
態
の
特
徴
:
:
:
締
約
を
信
頼
し
て
出
摘
し
た
者
が
破
棄
者
に
賠
償
を
求
め
る
と
い
う
単
純
な
形
態
ば
か
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
数
が
少
な
い
点
、
紛
争
実
態

(
b
・
c)
の
面
で
日
本
や
ド
イ
ツ
と
同
じ
傾
向
に
あ
る
点
は
、
興
味
深
い
。

契約交渉の破棄とその責任(3)

註(
1
)
フ
ラ
ン
ス
法
の
動
向
を
紹
介
す
る
論
稿
と
し
て
は
、
平
野
裕
之
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
『
契
約
締
結
上
の
過
失
』
理
論
素
描
|
|
わ
が
国
の
議

論
へ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
|
|
」
(
法
律
論
叢
六
一
巻
四

1
五
号
六
六
三
頁
、
平
成
元
年
)
が
あ
る
。

(2)
何
回
目
白
・
巳
4
・

H
o
J
E
L
S
F
5
3・
∞
己
戸
巳
〈
-
F

口。

ω少
℃
・
ミ
一

U

E
吋

戸

日

swロ
o
F
ω
n
v
B
E丹
も
寸
交
渉
破
棄
L

の
事
件
だ
が
、
「
当

事
者
の
締
結
し
た
損
害
賠
償
の
合
意
に

2
5巾
が
あ
る
か
否
か
」
が
争
点
と
さ
れ
た
も
の
な
の
で
除
外
し
た
。
ま
た

-
M
R
F
N
H
自
白
『

m-EHMW

の
R
-

同
》
白
一

-
E
H
M
W
M
U
N
H
C
は
「
交
渉
破
棄
」
と
し
て
争
わ
れ
た
か
否
か
が
不
明
な
の
で
除
い
た
。
さ
ら
に
契
約
の
更
新
拒
絶
に
関
す
る
裁
判
例

も
排
除
し
た

(Z-
。白印凹・

8
5・
少
内
出
〈
よ
邑
∞
ゲ
ロ
・

5
∞
N・
p
g
F
ω
n
u
g
E円)。

(
3
)
不
動
産
に
あ
っ
て
は
、
「
契
約
の
成
否
」
を
め
ぐ
る
紛
争
も
多
く
(
本
稿
と
は
焦
点
を
若
干
異
に
す
る
が
、
横
山
美
夏
「
不
動
産
売
買
契
約
の

『
成
立
』
と
所
有
権
の
移
転
(
一
、
二
)
(
完
)
」
(
早
稲
田
法
学
六
五
巻
二
号
一
頁
、
三
号
八
五
頁
、
平
成
二
年
)
に
よ
れ
ば
、
売
買
の
双
務
予
約

に
関
す
る
裁
判
例
だ
け
で
百
件
を
下
ら
な
い
て
こ
れ
が
か
か
る
傾
向
の
背
景
に
あ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

北法42(3・27)715 



説

第
二
節

裁
判
例
の
検
討

北法42(3・28)716

論

法
律
構
成
と
帰
貨
の
根
拠

(
1
)
法
律
構
成

交
渉
破
棄
者
に
課
さ
れ
る
責
任
は
一
貫
し
て
不
法
行
為
責
任
と
解
さ
れ
て
い
る
(
責
任
肯
定
例
は
す
べ
て
こ
の
旨
を
明
言
し

(
[
1
]
[
2
]

[
3
]
[
7
]
[
8
〕
[
日
〕
[
刊
]
)
、
否
定
例
に
お
い
て
も
、
そ
れ
を
確
認
す
る
も
の
は
あ
っ
て
も
(

[

4

]

[

5

]

[

日
]
[
ロ
]
)
、
異
を
唱
え
る

も
の
は
な
い
)
。
こ
れ
は
寸
交
渉
破
棄
」
を
処
理
す
る
に
足
る
包
括
的
規
定
(
フ
ラ
ン
ス
民
法
二
ニ
八
二
条
)
が
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
。

(
2
)
帰
貨
の
根
拠

一
三
八
二
条
で
は
、

F
Z
Z
が
不
法
行
為
の
要
件
と
さ
れ
る
が
、
ド
イ
ツ
や
日
本
と
同
様
、

E
C
Z
(す
な
わ
ち
、
帰
責
の
根
拠
)
と
さ
れ

る
も
の
に
は
二
種
類
あ
り
、
各
々
「
誤
信
惹
起
型
」
と
「
信
頼
裏
切
り
型
L

に
ほ
ぽ
対
応
す
る
よ
う
で
あ
る
。

①
「
誤
信
惹
起
型
L

初
期
の
責
任
肯
定
例
は
誤
信
の
惹
起
を

E
E
O
と
す
る

(
[
1
]
[
2
]
[
3
]
)
。
た
だ
、
誤
信
の
内
容
は
裁
判
例
に
よ
っ
て
異
な
り
、

[
1
]

[
2
]
で
は
「
締
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
の
誤
信
が
、

[
3
]
で
は
「
締
約
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
の
誤
信
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

[
日
]
で
も
、
連
絡
の
僻
怠
(
つ
ま
り
、
説
明
義
務
違
反
)
が
帰
責
の
根
拠
と
さ
れ
る
。
な
お
、
破
駿
院
裁
判
例

[
H
]
は
過
失
(
不
注
意
)

に
よ
る
誤
信
惹
起
に
つ
き
責
任
を
否
定
し
た
が
、
ニ
で
紹
介
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
特
殊
な
事
件
で
あ
り
、
一
般
化
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
し
、
過
失
に
よ
る
責
任
の
発
生
を
肯
定
し
た
裁
判
例
(

[

2

]

)

も
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
点
は
留
保
し
た
方
が
よ
い
よ
う
で
あ
る
。

②
「
信
頼
裏
切
り
型
L

破
按
院
裁
判
例

[
7
]
は
「
進
展
し
た
交
渉
を
正
当
な
理
由
な
く
、
突
然
一
方
的
に
破
棄
す
る
の
は
、

σ。
口
口
町
内
包
に
反
す
る
」
と
し
て
、



交
渉
破
棄
自
体
を

E
C
R
と
す
る
新
類
型
を
認
め
た
。
こ
れ
は
議
論
の
呼
び
水
と
な
る
(
次
章
参
照
)
。

こ
の
よ
う
に
、
帰
責
の
根
拠
に
は
二
種
類
あ
明
、
各
々
「
誤
信
惹
起
型
L

と
「
信
頼
裏
切
り
型
」
に
ほ
ぽ
対
応
す
る
。
ま
た
両
者
の
出
現

時
期
に
隔
た
り
が
あ
る
点
は
、
日
本
の
裁
判
例
の
展
開
過
程
よ
り
、
ド
イ
ツ
の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
。

具
体
的
判
断
基
準

(
1
)
責
任
肯
定
例

肯
定
例
は
、
締
約
を
信
頼
す
る
に
足
る
事
情
が
存
す
る
点
で
共
通
す
る
よ
う
で
あ
る
。
典
型
例
た
る

[
2
]
で
は
、
締
約
が
約
束
さ
れ
、

契
約
内
容
も
特
定
し
て
い
る
。
明
確
で
な
い
が
、

[
8
]
も
同
様
だ
っ
た
よ
う
に
推
察
さ
れ
る
。

[
1
]
で
は
、
契
約
内
容
は
特
定
さ
れ
て
い

な
い
が
、
そ
れ
は
専
門
家
に
委
ね
る
こ
と
で
合
意
し
て
お
り
、
か
か
る
特
殊
性
と
締
約
の
約
束
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
締
約
を
信
頼
す
る
に
足

る
事
情
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

[
3
]
で
も
、
契
約
内
容
は
特
定
さ
れ
て
お
り
、
通
知
義
務
の
僻
怠
は
|
|
前
後
の
事
情
も
考
え
る
と
|
|

で
も
交
渉
は
進
展
し
て
い
た
(
た
だ
し
、
約
束
の
存
否
は
不
明
)
。

締
約
の
約
束
に
比
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

[
7
]

契約交渉の破棄とその責任(3)

(
2
)
責
任
否
定
例

否
定
例
で
は
、
信
頼
惹
起
を
否
定
す
る
も
の
が
多
い
。
[
口
]
で
は
、
契
約
内
容
は
特
定
さ
れ
ず
、
締
約
の
約
束
も
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

か
ら
、
そ
れ
が
否
定
さ
れ
た
。
交
渉
が
成
熟
し
て
い
な
か
っ
た

[
B
]
も
、
こ
れ
と
同
様
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
他
方
、

[
4
]
で
は
、
む
し

ろ
経
験
則
か
ら
信
頼
惹
起
は
否
定
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
対
し
、
[
日
]
は
、
誤
信
惹
起
は
肯
定
し
つ
つ
、
責
任
は
否
定
し
た
。
が
、
こ
れ
は
被

告
で
あ
る
九

O
才
の
老
人
に
土
地
の
権
利
関
係
の
調
査
を
求
め
る
の
が
過
大
な
要
求
で
あ
る
こ
と
、
原
告
の
出
摘
が
あ
ま
り
に
軽
率
で
あ
る

こ
と
等
が
勘
案
さ
れ
た
結
果
と
見
る
べ
き
で

(
Q
-
U
R弓
・
同

2
・
EE-
号
・
巳
〈
・
出
コ
・
匂
ロ
ロ
∞
ー
ロ
匂
)
、
特
殊
な
事
件
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
責
任
肯
定
例
と
否
定
例
と
の
分
水
嶺
は
、
ー
特
殊
な
事
件
を
除
け
ば
|
|
信
頼
惹
起
の
有
無
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ

る
。
「
誤
信
惹
起
型
L

で
は
、
契
約
内
容
の
特
定
に
代
表
さ
れ
る
寸
交
渉
の
成
熟
」
と
締
約
の
約
束
が
そ
の
判
断
の
重
要
な
要
素
と
さ
れ
、
日

北法42(3・29)717



説

本
や
ド
イ
ツ
の
裁
判
例
と
同
じ
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
「
信
頼
裏
切
り
型
」
で
も
、
「
交
渉
の
成
熟
L

が
要
求
さ
れ
る
点
で
、
日
本
や
ド
イ
ツ

の
そ
れ
と
同
一
で
あ
り
、
両
国
で
要
件
と
さ
れ
る
締
約
の
約
束
に
つ
い
て
も
、
は
っ
き
り
し
な
い
だ
け
で
、
そ
れ
と
対
立
す
る
証
拠
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
し
、
こ
の
点
で
も
実
際
に
は
同
じ
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
せ
る
ふ
し
も
あ
る
。
結
局
、
数
が
少
な
い
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁

判
例
の
採
用
す
る
具
体
的
判
断
基
準
は
明
確
で
な
い
が
、
ド
イ
ツ
や
日
本
と
そ
れ
ほ
ど
差
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
印
象
を
受
け
る
。

北法42(3・30)718

論

免
責
事
由

免
責
事
由
に
つ
き
、
参
考
と
な
る
裁
判
例
は
非
常
に
少
な
い
。
が
、
ド
イ
ツ
や
日
本
と
同
じ
傾
向
は
看
取
さ
れ
う
る
。
寸
信
頼
裏
切
り
型
」

で
は
、
交
渉
破
棄
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
免
責
さ
れ
る
(

[

7

]

)

の
に
対
し
、
「
誤
信
惹
起
型
L

で
免
責
事
由
を
認
め
た
裁
判

例
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、

[
7
]
で
は
、
締
約
拒
絶
の
理
由
が
第
三
者
と
の
締
約
に
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
責

任
は
肯
定
的
に
解
さ
れ
た
。
免
責
事
由
の
具
体
的
内
容
と
い
う
点
か
ら
注
目
さ
れ
よ
う
。

四

責
任
の
効
果

終
局
的
に
請
求
を
認
容
し
た
裁
判
例
が
僅
少
な
た
め
、
傾
向
の
把
握
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ
、
「
誤
信
惹
起
型
」
た
る

[
1
]
[
2
]
[
3
]

で
、
責
任
の
効
果
が
賠
償
金
(
号
E
E
m
w
m
g
l
E広
品
Z
)
に
よ
る
賠
償
と
さ
れ
た
点
、
誤
信
に
基
づ
く
出
摘
は
賠
償
さ
れ
た
が
、
約
束
の
履

行
に
よ
り
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
利
益
が
賠
償
の
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
点
は
注
目
さ
れ
る

(
[
1
]
[
2
]
。
な
お
、

[
3
〕
は
損
害
算
定
が
困

難
な
た
め
、
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
っ
た
特
殊
な
事
件
。
[
日
]
[
刊
]
は
不
詳
)
。
他
方
、
寸
信
頼
裏
切
り
型
L

で
は
、
こ
の
点
は
不
明
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
法
律
構
成
の
点
で
は
、
ド
イ
ツ
や
日
本
と
異
な
る
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
例
も
、
帰
責
の
根
拠
、
具
体
的
判
断
基
準
、
免
責
事

由
、
責
任
の
効
果
と
い
う
具
体
的
な
面
で
は
、
ー
ー
明
確
で
な
い
点
も
多
い
が
|
i
ド
イ
ツ
や
日
本
の
裁
判
例
と
類
似
す
る
よ
う
に
見
え
る
。



契約交渉の破棄とその責任(3)

註(
1
)
平
野
・
前
掲
論
文
六
七
三
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
[
日
]
が
用
い
る
ヨ
白
己
〈
白
山
田
町
問
。
一
と
い
う
言
葉
に
は
|
|
σ
o
口
口
町
内
包
の
対
立
概
念
で
あ
る

関
係
上
|
|
「
悪
意
(
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
ご
と
い
う
意
味
と
「
不
誠
実
」
と
い
う
意
味
が
あ
る

(
Q・円。
B
F
〈
。
g
σ
巳
包
括
古
ユ
島
宮
市
w

E
∞
戸
匂

U
-
H
2・
S
日
)
。
そ
れ
ゆ
え
、
[
日
]
が

[
7
]
を
受
け
て
い
る
と
解
す
な
ら
、
そ
れ
を
前
者
の
意
味
に
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

が
、
原
判
決
を
受
げ
た
も
の
と
素
直
に
解
す
る
な
ら
、
後
者
の
意
味
に
理
解
す
べ
き
こ
と
と
な
る
。

(2)
詳
細
が
不
明
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
[
刊
]
が
い
ず
れ
の
類
型
に
属
す
る
か
は
明
確
で
な
い
。
譲
渡
に
つ
い
て
基
本
的
合
意
に
達
し
た
後
、
紛
争
が

発
生
し
て
い
る
か
ら
、
「
信
頼
裏
切
り
型
L

の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
判
決
の
言
い
回
し
ゃ
被
告
の
一
連
の
行
動
か
ら
は
、
寸
当
初
か
ら
締
約
す
る

意
思
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
L

と
疑
わ
せ
る
点
も
あ
り
、
「
誤
信
惹
起
型
L

で
あ
る
可
能
性
も
強
い
。

(
3
)
な
お
、
事
実
関
系
が
不
明
な

[
5
]
[
g
]
[
叩
]
は
対
象
か
ら
外
す
。
ま
た
詳
細
が
不
明
確
な
[
日
]
[
刊
]
は
後
註

(
5
)
参
照
。

(
4
)
[
7
]
の
原
判
決
は
責
任
を
肯
定
す
る
さ
い
、
「
当
事
者
間
の
交
渉
が
契
約
の
前
段
階
を
越
え
る
も
の
で
あ
っ
た
」
こ
と
を
そ
の
理
由
と
し
、
破

毅
院
の
寸
進
展
し
た
交
渉
L

と
い
う
言
い
回
し
も
こ
れ
と
同
じ
こ
と
を
表
現
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
「
契
約
の
前
段

階
を
越
え
る
L

と
い
う
要
件
は
、
ド
イ
ツ
の
「
信
頼
裏
切
り
型
」
の
前
身
と
な
る
類
型
が
採
用
し
た
「
当
事
者
間
の
関
係
が
単
な
る
契
約
交
渉
と

い
う
枠
を
越
え
た
こ
と
」
と
い
う
要
件
と
酷
似
し
(
こ
の
要
件
は
、
後
に
信
頼
惹
起
と
い
う
要
件
に
置
き
換
え
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
具
体
的
判
断

基
準
を
変
化
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
第
二
部
第
一
編
参
照
)
、
こ
の
点
で
の
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
類
似
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

(

5

)

[

日
]
は
寸
交
渉
の
成
熟
」
や
締
約
の
約
束
と
無
関
係
に
、
誤
信
惹
起
を
認
め
た
よ
う
に
見
え
る
。
が
、
こ
の
事
件
で
は
、
締
約
の
可
能
性
が
な

い
こ
と
を
連
絡
し
な
か
っ
た
点
が
問
題
と
さ
れ
た
よ
う
で
、
右
の
二
つ
が
要
件
と
さ
れ
な
い
の
は
、
む
し
ろ
日
本
や
ド
イ
ツ
の
裁
判
例
と
符
号
す

る
。
[
刊
]
で
も
、
[
日
]
と
同
様
、
ー
幾
分
な
り
と
も
、
締
約
の
可
能
性
が
あ
る
」
と
の
信
頼
が
誤
信
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
く
(
前
註
(

2

)

)

、

そ
う
で
あ
れ
ば
、
代
金
額
の
不
特
定
は
[
日
]
と
同
様
に
位
置
づ
け
う
る
。
た
だ
、
詳
細
不
明
の
た
め
、
以
上
の
理
解
は
憶
測
を
出
な
い
。
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説

第
二
章

学
説
の
紹
介
と
検
討

論

「
申
込
の
撤
回
」
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
議
論
し
て
い
た
学
説
も
、
「
交
渉
破
棄
し
に
注
目
し
は
じ
め
た
の
は
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
考
察
の
力
点
は
学
説
の
現
状
に
お
か
れ
る
が
、

そ
れ
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
、
ま
ず
展
開
過
程
を
概
観
す
る
。

第
一
節

学
説
の
展
開
過
程

学
説
の
展
開
過
程
を
通
観
す
る
と
き
、
大
き
な
断
層
が
看
取
さ
れ
る
。
一
九
七

0
年
代
前
半
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
が
、

七
0
年
代
後
半
以
降
、
議
論
さ
れ
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
二
つ
の
時
代
を
区
分
し
、
各
時
代
の
動
向
を
探
る
。
な
お
、
参
考
資
料

モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
・
論
文
と
教
科
書
が
あ
る
が
、
第
二
部
と
同
様
の
理
由
か
ら
、
後
者
、
特
に
そ
の
各
版
ご
と
の
変
化
に
注
意

と
し
て
は
、

を
払
う
(
同
8
0
3
0
-
5
u
m口。
N

骨

骨
C
X
丘
三
三
甘
江
田

1
0
2印
O
R
w
u
g
x
広
三
-
は
加
除
式
の
た
め
、
こ
の
作
業
は
行
え
な
か
っ
た
)
。

七
0
年
代
前
半
ま
で

こ
の
時
期
、
学
説
は
「
交
渉
破
棄
」
に
注
目
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
確
か
に
今
世
紀
初
頭
、

ω色
色

Z
B
は
画
期
的
で
示
唆
的
な
論
文

を
物

μ
、
そ
の
後
若
干
の
テ

l
ズ
も
登
場
し
た
料
、
五

0
年
代
な
い
し
六

0
年
代
の
教
科
書
で
、
こ
れ
に
ふ
れ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
代
、

僅
か
に

E
S
E
-
2
担
官
立
の
体
系
書
と
わ

R
σ
s
a
q
の
教
科
書
が
|
|
「
誤
信
惹
起
型
L

を
想
定
し
つ
つ
|
!
言
及
す
る
程
度
で
あ
る
。

後
に
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
昌
司
守

2
F
q
E
E
の
教
科
書
も
ま
だ
そ
れ
に
ふ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
七

0
年
代
前
半
に
な
っ
て
も
、
状

況
は
変
わ
ら
ず
、
初
期
の
君
。
山
口
や

ω
E
R
W
の
教
科
書
が
こ
の
問
題
に
ふ
れ
な
い
の
は
、
右
の
冨

R
q
o片

岡
山
内

q
E
E
と
同
様
の
意
味

北法42(3・32)720



で
注
目
さ
れ
る
日
、

F
O

叶
。
己
門
口
ぬ
き
の
教
科
書
で
は
、
そ
れ
に
ま
で
言
及
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
叙
述
の
分
量
は
四
行
に
過
ぎ
な
同
。

七

0
年
代
後
半
以
降

こ
の
時
期
、
学
界
は
「
交
渉
破
棄
L

に
関
心
を
向
け
は
じ
め
る
。
七

0
年
代
半
ば
の

ω各
百
円
舎
の
論
文
を
契
機
に
、
こ
れ
に
ふ
れ
る
テ

l
ズ
や
論
文
は
増
加
日
、
八

0
年
代
に
は
契
約
交
渉
に
関
す
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
も
登
場
す
が
。
教
科
書
も
変
化
す
る
。
七

0
年
代
後
半
以

降
の
そ
れ
は
こ
ぞ
っ
て
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
ふ
れ
な
い
の
は
富
山

N
E
E
の
教
科
書
く
ら
い
で
あ
る
。
君
。
山
口
旦
吋

R
円
少
盟
問
共
通

冨
ω門司

2
m
m
w可
E
Eー
の
各
教
科
書
は
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
は
じ
め
、
円
。
、
H

，。ロ

3
0
2
の
教
科
書
も
従
前
の
三
倍
以
上
の
ス
ペ
ー
ス
を

割
い
て
い
る
。
か
か
る
変
化
の
原
因
は
七

O
年
以
降
の
裁
判
例
の
本
格
的
な
登
場
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
そ
れ
以
前
の
関
連
裁

判
例
は
必
ず
し
も

J
父
渉
破
棄
」
の
事
例
と
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
)
。
ま
た
こ
こ
で
は
「
信
頼
裏
切
り
型
」
も
念
頭
に
お
か
れ
、
そ
れ
を
め

(
次
節
参
照
)
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
の
教
科
書
が
主
に
寸
契
約
の
成
立
」
な
い
し
合
意
を
論
ず
る
箇
所
で
、
「
交
渉
破

棄
」
に
ふ
れ
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
そ
れ
ら
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ぐ
り
見
解
は
対
立
す
る

契約交渉の破棄とその責任(3)

註(
1
)
ω
白
-a-up
口
市
]
白
門
町
印
刷
】
O
口出血げ一-一伝聞)円
m
n
c
D可同門一宮巾]]巾・河町〈・門司一日・円四円
-
n
-
4・
E
C
H
U
-
S叶
・
こ
れ
は
明
白
m
m己

-
p
u
a
M》句宮内出

℃
吋
角
川
円
。
ロ
ロ
ー
白
芹
己
同
一
一
巾
己
巾
】
}
白
-
。
円
。
〈
巾
吋
国
史
凶
巾
凹
出
品
い
仲
間
凶
円
。
印
同
H
i
z
N
-
。ロ巾印巳巾ロ昨日]日円
M
y
a
田口凹

ω門戸国内出

m-ロ円{門出円山{口。ロ
O
円
。
己
目
わ
釦
門
戸
。
司
同
門
同
門
凶
白

(
Z
目立巾
P
H
u
c
g
-
〈
。
日
・
日
・
同
)
-
N
ご
か
ら
示
唆
を
得
た
も
の
で
、
交
渉
を
三
段
階
に
区
分
し
、
各
々
を
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。

第
一
段
階
は
「
交
渉
を
開
始
し
、
個
別
的
な
契
約
事
項
に
つ
き
折
衝
し
て
い
る
」
段
階
で
、
こ
こ
で
責
任
が
生
ず
る
の
は
「
窓
意
的
な
破
棄

(]巾同・
2
3
R
R
E
t
-包
足
)
」
の
場
合
だ
り
で
あ
る
。
経
済
的
な
理
由
か
ら
、
た
と
え
ば
有
利
な
条
件
を
提
示
し
た
第
三
者
と
締
約
す
る
た
め
の
交

渉
破
棄
は
免
責
さ
れ
る
。
ま
た
責
任
の
効
果
(
損
害
賠
償
の
範
囲
)
は
現
実
の
出
捕
に
限
ら
れ
る
。
第
二
段
階
は
「
個
別
的
事
項
に
合
意
し
、
当

事
者
の
一
方
が
申
込
の
準
備
に
取
り
掛
か
っ
た
」
段
階
で
、
こ
こ
で
も
責
任
が
生
ず
る
の
は
寸
窓
意
的
な
破
棄
」
に
限
ら
れ
る
が
、
賠
償
の
範
囲
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第
二
節

学
説
の
現
状

現
在
の
学
説
は
、
責
任
の
性
質
を
不
法
行
為
と
し
、
「
交
渉
破
棄
」
を
申
込
以
前
の
問
題
と
位
置
づ
け
る
点
で
は
一
致
し
て
お
り
、
争
点
は

専
ら
責
任
の
抽
象
的
な
要
件
論
に
集
中
す
る
。
あ
る
も
の
は

E
ロ
Z
E
Z
E
Z
D
E
-
-∞
(
故
意
の
フ
ォ

l
ト
)
な
い
し
宮
己
主
。
R
号
(
重
大

な
フ
ォ

l
ト
)
を
、
あ
る
も
の
は

5
2〈
包
月
皆
同
(
不
誠
実
)
を
、
あ
る
も
の
は
通
常
の

E
兵
士
宮
要
件
と
す
る
。
た
だ
、

5
2
4包
括
問
。
日

と

E
Z
Z
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
理
解
が
錯
綜
し
、
右
の
対
立
は

|
l
具
体
的
な
紛
争
を
離
れ
|
|
こ
の
理
解
の
相
違
に
起
因
す
る
面
も

あ
る
。
が
、
こ
こ
で
は
「
紛
争
の
機
能
的
・
類
型
的
考
察
」
の
視
角
を
徹
底
し
、
具
体
的
な
紛
争
類
型
に
則
し
て
学
説
を
整
理
す
る
。

責
任
否
定
説
な
い
し
限
定
的
責
任
肯
定
説
(
「
誤
信
惹
起
型
」
に
つ
い
て
の
み
、
責
任
を
肯
定
す
る
説
)

な
る
べ
く
責
任
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
説
が
あ
る
。

hRσ
。
D
E
m
F
E
O
R
R
〉ロ
σ∞
え
の
見
解
が
典
型
例
で
、
甘
口
Z

(
2
)
 

E
Z
E
Zロ
ロ
色
町
な
い
し

E
C
Z
Z日
常
を
責
任
の
要
件
と
す
る
。
た
だ
、
何
を
以
て

E
ロ
Z
E
Z
E
Zロロ
o-Z
と
か

E
E
O
E
R含
と
い

学
説
の
中
に
は
、

契約交渉の破棄とその責任(3)

う
か
は
問
題
で
あ
る
。
が
、
例
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、

せ
い
ぜ
い
「
締
約
す
る
気
も
な
い
の
に
交
渉
し
て
い
た
L

と
い
っ
た
類
い
の
事
例
で
、

「
誤
信
惹
起
型
L

に
つ
い
て
の
み
責
任
を
認
め
る
趣
旨
の
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
|
|
右
の
如
き
要
件
は
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
が

l
|
責
任
を

限
定
的
に
解
し
つ
つ
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
例
と
し
て
、
右
と
ほ
ぼ
同
様
の
事
例
を
挙
げ
る

ω
E
R
W
の
見
解
も
、
こ
れ
と
同
旨
の
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
。
な
お
、
以
上
の
説
は
過
失
(
不
注
意
)
に
よ
る
誤
信
惹
起
に
対
す
る
態
度
が
不
明
確
な
た
め
、
責
任
否
定
説
な
い
し
限
定
的

責
任
肯
定
説
の
い
ず
れ
に
属
す
る
か
は
明
確
で
な
い
が
、
明
白
ユ
巳
は
不
注
意

(-mmpzs)
に
よ
る
責
任
も
認
め
て
お
り
、
後
者
に
与
す
る

も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
責
任
の
限
定
を
図
る
右
の
見
解
の
背
後
に
は
、
契
約
自
由
の
原
則
へ
の
配
慮
が
潜
む
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
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説

責
任
肯
定
脱
(
「
信
頼
裏
切
り
型
」
に
つ
い
て
も
、
責
任
を
肯
定
す
る
鋭
)

こ
の
説
は
、
誤
信
が
惹
起
さ
れ
な
く
て
も
責
任
は
発
生
し
う
る
、
と
説
く
。
が
、
抽
象
的
な
要
件
を
め
ぐ
り
見
解
は
分
か
れ
る
。
の

z
a
s

は
、
裁
判
例
の
分
析
か
ら
責
任
要
件
を

B
E
S
2
0
向
。
刊
に
求
め
た
う
え
、
「
進
展
し
た
交
渉
を
正
当
な
理
由
な
く
突
然
一
方
的
に
破
棄
す
る

こ
と
は
そ
れ
に
当
た
る
」
と
す
る
。
ま
た

B
2
4
6目
的
巾
同
色
と

F
E
O
の
関
係
は
、
前
者
を
通
常
の
甘
口
Z
よ
り
程
度
の
高
い
も
の
と
解
す
る

か
の
よ
う
で
あ
る
。
他
方
、
冨
州
己
主
ユ
ゆ
え
〉
ヨ
括
的
も

E
m
C〈
-m町
田
め
問
。
山
を
要
件
と
す
る
が
、
「
そ
の
存
否
は
当
事
者
の
身
分
や
行
動
、
交
渉

の
状
況
、
事
案
の
性
質
等
を
加
味
し
て
判
断
さ
れ
る
」
と
し
、
あ
る
と
き
に
は
害
意
が
要
求
さ
れ
、
あ
る
と
き
に
は
通
常
の

E
E巾
で
足
り
る

と
す
る
。

E
m
C〈
包
印
巾
同
。
一
を
弾
力
的
に
捉
え
る
の
で
あ
る
。
印
。
宮
邑
舎
は
|
|
ぴ
。
ロ
ロ
巾
内
包
と
い
う
一
般
義
務
(
。
豆
町
巳
古
口
ぬ
雷
管
色
。
)

に
反
す
る

1
1
5
ω
E
-
mぽ
巾
向
。
日
こ
そ

F
E
O
で
あ
り
、
正
当
な
信
頼
を
裏
切
る
こ
と
も
そ
れ
に
当
た
る
と
し
て
、
「
信
頼
裏
切
り
型
」
を
明

確
に
認
め
お
。
こ
れ
に
対
し
、

Z
4
0
R尽
き
は
、
右
と
同
様
、
「
信
頼
裏
切
り
型
L

に
つ
い
て
も
責
任
を
認
め
る
が
、
「
す
べ
て
の

F
E
O

が
責
任
を
発
生
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
自
白
ロ
〈
釦
目
的
。
向
。
-
を
要
件
と
す
る
裁
判
例
[
什
]
は
間
違
っ
て
い
る
」
と
主
張
し
(
自
ω
5邑
凹
巾
同
巳
は

「
悪
意
(
締
約
に
障
害
が
あ
る
の
を
知
り
つ
つ
、
交
渉
す
る
こ
と
ご
と
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
)
、

F
m
q。
Z
5
2
も
自
主
〈
包
括

F-

に
ふ
れ
る
こ
と
な
く
、
「
信
頼
惹
起
後
、
正
当
な
理
由
な
く
交
渉
を
破
棄
す
る
こ
と
は

E
己
Z
に
当
た
る
」
と
す
る
。

右
の
如
く
、
抽
象
的
要
件
論
、
特
に

B
E一
〈
包
括
守
山
と

F
E
O
の
関
係
を
め
ぐ
り
諸
説
は
対
立
す
る
。
そ
れ
は
一
面
で
は
目
白
己
〈
包
括
甘
刊

の
理
解
の
相
違
に
帰
着
す
る
。
が
、
「
信
頼
裏
切
り
型
L

を
認
め
る
点
で
、
右
の
見
解
は
一
致
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
|
|
ド
イ
ツ
ほ
ど
明
瞭
で

な
い
も
の
の
|
|
せ
い
ぜ
い
「
誤
信
惹
起
型
」
に
つ
い
て
の
み
責
任
を
認
め
る
責
任
否
定
説
な
い
し
限
定
的
責
任
肯
定
説
と
、
「
信
頼
裏
切
り

型
」
に
つ
い
て
も
そ
れ
を
肯
定
す
る
責
任
肯
定
説
と
が
並
び
立
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
第
一
の
基
本
的
問
題
に
対
応
す
る
示
唆
と

し
て
重
要
で
あ
る
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
で
賠
償
の
範
囲
ま
で
言
及
す
る
も
の
は
あ
ま
り
な
い
が
、
そ
の
点
に
ふ
れ
る
見
解
が
そ
れ
を
い

わ
ゆ
る
「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
に
制
限
し
、
「
履
行
」
な
い
し
寸
履
行
利
益
の
賠
償
」
ま
で
認
め
な
い
点
も
示
唆
的
で
あ
れ
。
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号担当、

百聞

(
得
べ
か
り
し
利
益
)
だ
け
で
、
当
該
契
約
か
ら
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
利
益
は
賠
償
さ
れ
な
い
、
と
す
る
お
♀
B
E
?
z
m
m
。
円
山
田
仲
芯
P
ロ。ωNH0・

N
ω
c
l
N
ω
ω
L
)
匂
H
C
m
w
H
H
∞
H
N
O
)
。
い
わ
ゆ
る
「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

(
ロ
)
戸
巾
斗
。
ロ
『
ロ

g
F
。
司
-
n
x
・
3
0
m
己
・
)
噌
ロ
。
E
ω
・
匂
・
叶
0
・

(
日
)
円
、
剛
山
口
。
ロ
ヨ
巾
?
。
匂
-
n
-
7
ロ
。
N
ω
少

U
U
N
ロlNHN・

(H)
∞
門
町
自
広
H
w
z
m
m
c
n』
包
守
口
w
ロ
。
ω
M
H
O
-
N包
l
N
U
ω
・
同
V
H
Y
E
P
-
】∞

H
N
C
U
冨
也
知
ロ
ユ
巾
巾
H
K
戸百
2
・
。
H
v
n
-
f
ロ
。
N
N
P
U
-
H
3
一一出

zoy。HV-

門
戸
唱
え
ω
立∞
iN印
N・

3
・
E
C
N
t
・
「
信
頼
利
益
L

や
「
履
行
利
益
」
と
い
う
用
語
は
使
わ
な
い
が
、
実
質
的
に
は
そ
れ
を
言
い
当
て
て
い
る
。
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説

第
一
編
の
小
括

第
一
編
か
ら
は
、
様
々
な
示
唆
が
得
ら
れ
る
。
寸
交
渉
破
棄
」
を
申
込
以
前
の
問
題
と
位
置
づ
け
る
考
え
方
は
ー
ー
そ
の
ま
ま
導
入
す
べ
き

か
否
か
は
別
と
し
て
|
|
両
者
の
関
連
づ
け
の
必
要
性
を
、
ひ
い
て
は
「
申
込
と
承
諾
に
よ
る
締
約
L

の
再
吟
味
の
必
要
性
を
示
し
、
ま
た

責
任
の
可
否
は
も
と
よ
り
、
そ
の
性
質
や
効
果
に
関
す
る
議
論
も
示
唆
的
で
あ
る
。
が
、
検
討
を
通
じ
、
疑
問
が
わ
く
の
も
事
実
で
あ
る
。

何
故
、
裁
判
例
は
少
な
い
の
か
。
そ
れ
に
|
|
見
落
と
し
以
外
の
|
|
原
因
が
あ
る
な
ら
、
逆
に
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
裁
判
例
(
だ
け
)
は

何
故
「
交
渉
破
棄
」
と
し
て
登
場
し
た
の
か
。
何
故
、
学
説
は
右
の
よ
う
な
問
題
の
位
置
づ
け
方
を
す
る
の
か
。
「
信
頼
裏
切
り
型
」
を
め
ぐ

り
対
立
す
る
は
ず
の
学
説
が
、
何
故
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
激
論
を
戦
わ
せ
て
い
な
い
の
か
。
特
に
「
正
当
な
信
頼
を
裏
切
る
こ
と
は
F
E
O
に

当
た
る
」
と
す
る
説
に
対
し
、
何
故
冨
色
付

5
流
の
批
判
が
、
す
な
わ
ち
、
寸
そ
の
よ
う
な
信
頼
が
ど
う
し
て
正
当
と
言
え
る
の
か
」
と

い
う
批
判
が
投
げ
掛
け
ら
れ
な
い
の
か
、
等
々
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
、
解
答
を
見
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
、

関
連
問
題
の
検
討
を
通
じ
、
以
上
の
疑
問
を
あ
る
程
度
統
一
的
に
解
消
し
う
る
「
仮
説
L

に
到
達
す
る
こ
と
は
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



[
後
記
]
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
意
思
表
示
の
解
釈
」
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
如
く
、
古
く
か
ら
数
多
く
の
紹
介
が
あ
る
(
比
較
的
最
近
の
文
献
の
な
か

で
、
網
羅
的
な
も
の
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
磯
村
保
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
律
行
為
解
釈
論
に
つ
い
て

l
l信
頼
責
任
論
へ
の
序
章
的
考
察
|
|

(
二
|
(
四
)
(
完
)
」
(
神
戸
法
学
雑
誌
二
七
巻
三
号
二
八
一
頁
、
二
八
巻
二
号
二
三
一
頁
、
三

O
巻
三
号
四
九
五
頁
、
四
号
七

O
五
夏
、
昭
和

五
二
五
四
年
)
、
鹿
野
菜
穂
子
「
契
約
の
解
釈
に
お
け
る
当
事
者
の
意
思
の
探
究
|
|
当
事
者
の
合
致
し
た
意
思
|
|
」
(
九
大
法
学
五
六
号
九

一
頁
、
昭
和
六
三
年
)
が
あ
る
)
。
ま
た
特
に
鹿
野
菜
穂
子
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
不
合
意
惹
起
者
の
損
害
賠
償
義
務
|
|
規
範
的
解
釈
に
お
け
る

『
過
失
』
の
要
素
|
|
」
(
東
京
商
船
大
学
研
究
報
告
(
人
文
科
学
)
四

O
号
一
頁
、
平
成
元
年
)
は
規
範
的
解
釈
に
お
け
る
表
示
者
の
「
帰
責

可
能
性
」
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
さ
い
に
考
慮
に
さ
れ
る
べ
き
具
体
的
な
事
情
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
る
。
本
稿
と
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

契約交渉の破棄とその責任(3)
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